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ひたちなか市条例第  号 

 

 

組織の変更に伴う関係条例の整理等に関する条例 

 

 

（ひたちなか市部設置条例の一部改正） 

第１条 ひたちなか市部設置条例（平成６年条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

第１条中 

「企画部 

総務部 

市民生活部 

保健福祉部 

子ども部 

経済環境部 

建設部 

都市整備部」を 

「企画部 

総務部 

市民生活部 

保健福祉部 

子ども部 

経済環境部 

都市建設部」に改める。 

第２条第１項の表を次のように改める。 

部名 分掌事務 

企画部 １ 秘書及び渉外に関すること。 

２ 市政の総合企画及び調整に関すること。 

３ 特定地域の振興に関すること。 

４ 企業誘致に関すること。 

５ 公共交通に関すること。 

６ 重要政策の推進に関すること。 

７ 広報及び広聴に関すること。 

総務部 １ 議会及び市の行政一般に関すること。 
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２ 文書の管理，情報公開及び個人情報保護に関すること。 

３ 統計に関すること。 

４ 職員の人事，給与及び研修に関すること。 

５ 行政組織及び職員定数に関すること。 

６ 行財政改革に関すること。 

７ デジタル化に関すること。 

８ 予算の編成及び財務に関すること。 

９ 市有財産（他の所管に係る行政財産を除く。）の取得，管

理及び処分に関すること。 

１０ 契約に関すること。 

１１ 工事の検査に関すること。 

１２ 市税の賦課徴収に関すること。 

１３ その他他の所管に属さないこと。 

市民生活部 １ 自治振興に関すること。 

２ 市民活動に関すること。 

３ 市民協働に関すること。 

４ 多文化共生に関すること。 

５ 男女共同参画に関すること。 

６ 消費生活に関すること。 

７ 危機管理及び防災に関すること。 

８ 防犯及び交通安全に関すること。 

９ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 

１０ 生涯学習に関すること（教育委員会事務局が所掌するも

のを除く。）。 

１１ 文化に関すること（文化財に関することを除く。）。 

１２ スポーツに関すること（学校における体育に関すること

を除く。）。 

保健福祉部 １ 国民健康保険及び国民年金に関すること。 

２ 高齢者医療に関すること。 

３ 介護保険に関すること。 

４ 保健衛生及び健康増進に関すること（子ども部が所掌する

ものを除く。）。 

５ 地域医療に関すること。 

６ 社会福祉に関すること。 

７ 障害者福祉に関すること。 

-3-



８ 高齢者福祉に関すること。 

子ども部 １ 子育て支援に関すること。 

２ 母子保健に関すること。 

３ 児童福祉に関すること。 

経済環境部 １ 農林水産業に関すること。 

２ 商工業に関すること。 

３ 観光に関すること。 

４ 環境政策に関すること。 

５ 廃棄物対策及び環境衛生に関すること。 

都市建設部 １ 都市計画に関すること。 

２ 公園に関すること。 

３ 緑化の推進及び緑の保全に関すること。 

４ 建築指導に関すること。 

５ 開発行為の計画調整及び指導に関すること。 

６ 住宅に関すること。 

７ 道路に関すること。 

８ 市有地の取得及び契約に関すること。 

９ 地籍調査に関すること。 

１０ 河川に関すること。 

１１ 土地区画整理に関すること。 

１２ 市街地再開発に関すること。 

（ひたちなか市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 ひたちなか市水道事業の設置等に関する条例（平成６年条例第１１６号）

の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

ひたちなか市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 

第１条中「水道事業」の次に「及び下水道事業（公共下水道事業及び農業集落

排水事業をいう。以下同じ。）（以下「上下水道事業」という。）」を加える。 

第２条の見出し中「水道事業の」を削り，同条に次の１項を加える。 

２ 都市の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し，併せて公共用水域の水質の

保全に資するため，下水道事業を設置する。 

第２条の次に次の１条を加える。 

（法の全部適用） 

第２条の２ 法第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０

３号）第１条第２項の規定により，下水道事業に法の規定の全部を適用する。  

第３条第１項中「水道事業」を「上下水道事業」に改め，同条第２項から第４
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項までを次のように改める。 

２ 水道事業の経営の規模は，次のとおりとする。 

（１） 給水区域は，ひたちなか市の区域内とする。 

（２） 給水人口は，１６８，３００人とする。 

（３） １日最大給水量は，８３，０００立方メートルとする。 

３ 公共下水道事業は，下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項の規

定により定める事業計画に基づき実施する。 

４ 農業集落排水事業は，別表に定めるところにより実施する。 

第４条中「水道事業の管理者」を「上下水道事業管理者」に，「水道事業所」

を「上下水道局」に改める。 

第５条中「水道事業」を「上下水道事業」に，「又は動産」を「若しくは動

産」に改める。 

第６条中「水道事業」を「上下水道事業」に改める。 

第７条の見出し中「寄付」を「寄附」に改め，同条中「水道事業」を「上下水

道事業」に，「寄付」を「寄附」に改める。 

第８条第１項中「水道事業」を「上下水道事業」に，「作成しなければ」を

「市長に提出しなければ」に改め，同条第２項中「の各号」を削り，「作成す

る」を「提出する」に改め，同項第３号中「水道事業」を「上下水道事業」に改

め，同条第３項中「作成する」を「提出する」に，「作成しなければ」を「提出

しなければ」に改める。 

付則の次に次の別表を加える。 

別表（第３条関係） 

施設の名称 位置 処理対象区域 計画人口 １日最大汚水量 

西 中 根 地 区 農

業 集 落 排 水 処

理施設  

ひたちなか市

大字中根地内  

ひたちなか市大字

中根地内の一部  

３５０人  １１５．５立方

メートル  

東 中 根 地 区 農

業 集 落 排 水 処

理施設  

ひたちなか市

大字中根地内  

ひたちなか市大字

中根地内の一部  

７４０人  ２４４．２立方

メートル  

 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

（ひたちなか市下水道事業の設置等に関する条例の廃止） 

２ ひたちなか市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年条例第１５号）は，
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廃止する。 

（ひたちなか市情報公開条例の一部改正） 

３ ひたちなか市情報公開条例（平成１２年条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第２号中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。  

（ひたちなか市情報公開条例の一部を改正する条例に関する経過措置）  

４ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に市長又は水道事業管理者

に対しされた開示請求であって，決定その他の処分がされていないもののうち次

に掲げる公文書を対象とするものについては，上下水道事業管理者に対しされた

ものとみなす。 

（１） 施行日前に市長が所管していた公文書であって，施行日以後は上下水道

事業管理者が所管するもの 

（２） 施行日前に水道事業管理者が所管していた公文書であって，施行日以後

は上下水道事業管理者が所管するもの 

（ひたちなか市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

５ ひたちなか市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。  

（ひたちなか市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例に関

する経過措置）  

６ 施行日前に市長又は水道事業管理者に対しされた個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）第７７条の規定による開示請求，第９１条の規定に

よる訂正請求又は第９９条の規定による利用停止請求であって，決定その他の処

分がされていないもののうち次に掲げる保有個人情報を対象とするものについて

は，上下水道事業管理者に対しされたものとみなす。  

（１） 施行日前に市長が保有していた保有個人情報であって，施行日以後は上

下水道事業管理者が保有するもの  

（２） 施行日前に水道事業管理者が保有していた保有個人情報であって，施行

日以後は上下水道事業管理者が保有するもの 

（ひたちなか市農業集落排水処理施設設置及び管理条例の一部改正） 

７ ひたちなか市農業集落排水処理施設設置及び管理条例（平成６年条例第８８

号）の一部を次のように改正する。 

第 ４条第４号中「市長」を「上下水道事業管理者（以下「管理者」とい

う。）」に改める。 

第６条第３号及び第４号中「市長」を「管理者」に改める。 

第７条第１項中「規則」を「企業管理規程」に，「市長」を「管理者」に改
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め，同条第２項ただし書中「市長」を「管理者」に改める。 

第９条，第１０条第１項，第１１条，第１７条並びに第１８条第１項及び第３

項ただし書中「市長」を「管理者」に改める。 

第１９条中「市長」を「管理者」に，「規則」を「企業管理規程」に改める。  

第２０条第３項第２号ただし書，第２１条から第２５条までの規定及び第２７

条中「市長」を「管理者」に改める。 

第２９条中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

第３０条第７号中「記載をしてを」を「記載をして」に改める。 

（ひたちなか市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正） 

８ ひたちなか市農業集落排水事業分担金徴収条例（平成６年条例第８９号）の一

部を次のように改正する。 

第２条の見出し中「用語の」を削り，同条第１号中「場合は敷地の所有者）

で，第３条」を「ときは，敷地の所有者）であって，次条」に，「市長が認定し

た者」を「上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が認定したもの」に

改め，同条第３号中「確定額」を「，確定額」に改める。 

第３条及び第４条第１項中「市長」を「管理者」に，「，同様」を「同様」に

改める。 

第５条及び第６条中「市長」を「管理者」に改める。 

第７条中「市長」を「管理者」に，「各号の一」を「各号のいずれか」に改め

る。 

第８条中「市長」を「管理者」に改める。 

第９条中「市長」を「管理者」に，「により分担金を」を「により分担金が」

に改める。 

第１０条から第１２条までの規定中「市長」を「管理者」に改める。 

第１３条中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

（ひたちなか市公共下水道の構造及び維持管理に関する条例の一部改正）  

９ ひたちなか市公共下水道の構造及び維持管理に関する条例（平成２４年条例第

３４号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「規則」を「企業管理規程」に改め，同条第１号イ中「排水渠
きょ

」を

「排水きょ」に改める。 

（水戸・勝田都市計画ひたちなか市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改

正） 

１０ 水戸・勝田都市計画ひたちなか市下水道事業受益者負担に関する条例（平成

６年条例第１１５号）の一部を次のように改正する。 

第 ２条第１項中「市長」を「上下水道事業管理者（以下「管理者」とい

う。）」に改め，同条第２項中「市長」を「管理者」に，「規則」を「企業管理
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規程」に改める。 

第３条，第５条，第６条第１項及び第２項，第７条，第８条，第９条第１項並

びに第１０条第１項中「市長」を「管理者」に改める。 

第１１条中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

（ひたちなか市下水道事業受益者分担金条例の一部改正） 

１１ ひたちなか市下水道事業受益者分担金条例（平成１３年条例第１１号）の一

部を次のように改正する。 

第２条中「市長」を「上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）」に改

める。 

第４条，第５条第１項及び第２項，第６条，第７条，第８条第１項並びに第９

条第１項中「市長」を「管理者」に改める。 

第１０条中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

（ひたちなか市水道事業管理者の給与等に関する条例の一部改正） 

１２ ひたちなか市水道事業管理者の給与等に関する条例（平成６年条例第１１７

号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

ひたちなか市上下水道事業管理者の給与等に関する条例 

第１条中「ひたちなか市水道事業管理者」を「ひたちなか市上下水道事業管理

者」に改める。 

第３条第２項中「ひたちなか市水道企業職員の給与に関する規程（平成６年水

道部規程第５号。以下「規程」という。）第３８条」を「ひたちなか市職員の給

与に関する条例（平成６年条例第３５号。次条において「給与条例」という。）

第１５条第２項」に改める。 

第４条中「ひたちなか市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平

成６年条例第１１８号）の適用を受ける企業職員（以下「職員」という。）」を

「給与条例の適用を受ける職員」に改める。 

第５条中「ひたちなか市水道企業職員等の旅費に関する規程（平成６年水道部

規程第６号）の規定」を「ひたちなか市職員の旅費に関する条例（平成６年条例

第３８号）の適用を受ける市長等の例」に改める。 

（ひたちなか市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）  

１３ ひたちなか市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成６年条

例第１１８号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

ひたちなか市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

第１条の見出し中「この条例の」を削り，同条中「水道企業職員」を「公営企

業職員」に改める。 
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第２条第１項中「水道企業職員」を「公営企業職員」に改め，同条第３項中

「特殊勤務手当」の次に「，災害派遣手当」を加える。 

第４条中「管理者」を「上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）」に

改める。 

第６条第２項中「ひたちなか市水道企業職員の給与に関する規程（平成６年水

道部規程第５号）」を「企業管理規程」に改める。 

第７条第１号中「本条」を「この条」に改める。 

第１２条中「水道部規程」を「企業管理規程」に改める。 

第１６条の次に次の１条を加える。 

（災害派遣手当） 

第１６条の２ 災害派遣手当は，災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）

第３２条に規定する職員が，その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在した

場合に支給する。 

第２２条第１項中「水道企業職員」を「公営企業職員」に，「水道企業会計年

度任用職員」を「公営企業会計年度任用職員」に改め，同条第２項中「水道企業

会計年度任用職員」を「公営企業会計年度任用職員」に改める。 

第２２条の２中「水道企業職員」を「公営企業職員」に改める。 

第２４条中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

（ひたちなか市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

１４ ひたちなか市職員の定年等に関する条例（平成６年条例第２３号）の一部を

次のように改正する。 

第６条第２号中「ひたちなか市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例」を「ひたちなか市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例」に改め

る。 

（ひたちなか市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正）  

１５ ひたちなか市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（平成６年条例

第２２号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「ひたちなか市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例」を「ひたちなか市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例」に改め

る。 

（ひたちなか市職員定数条例の一部改正） 

１６ ひたちなか市職員定数条例（平成６年条例第２１号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第１号中「７８３人」を「７６６人」に改め，同条第６号中「４３人」

を「６０人」に改める。 

第４条中「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める。 
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（ひたちなか市市税外収入の督促及び延滞金徴収等に関する条例の一部改正）  

１７ ひたちなか市市税外収入の督促及び延滞金徴収等に関する条例（平成６年条

例第４７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「市長」の次に「（下水道事業（公共下水道事業及び農業集落

排水事業をいう。）に係る市税外収入金にあっては，上下水道事業管理者。以下

同じ。）」を加える。 

（ひたちなか市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改

正） 

１８ ひたちなか市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成

２０年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「規則」の次に「（水道事業及び下水道事業（公共下水道事業

及び農業集落排水事業をいう。）に係る長期継続契約にあっては，企業管理規

程。以下同じ。）」を加える。 

（ひたちなか市下水道条例の一部改正） 

１９ ひたちなか市下水道条例（平成６年条例第１１４号）の一部を次のように改

正する。 

第１条中「，必要な」を「必要な」に改める。 

第３条第５号中「第１０条第１項各号の一」を「第１０条第１項各号のいずれ

か」に改める。 

第４条中「の各号」を削り，同条第３号中「規則」を「企業管理規程」に改

め，同条第４号中「市長」を「上下水道事業管理者（以下「管理者」とい

う。）」に改める。 

第５条第１項中「規則」を「企業管理規程」に，「市長」を「管理者」に改

め，同条第２項中「市長」を「管理者」に改める。 

第６条中「ひたちなか市排水設備指定工事店規則（平成６年規則第１２７

号）」を「企業管理規程」に，「市長」を「管理者」に，「指定し登録した」を

「指定した」に改め，同条に次のただし書を加える。 

ただし，災害その他非常の場合において，管理者が他の市町村長（地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた管理者を含

む。）の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは，この限

りでない。 

第７条第１項中「市長」を「管理者」に改め，同条第２項中「市長」を「管理

者」に，「規則」を「企業管理規程」に改める。 

第８条中「市長」を「管理者」に改める。 

第１１条第１号中「同項の」を「，同項の」に改め，同条第８号中「第６条第

４号」を「第６条第５号」に改め，「及び大腸菌群数」を削る。 
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第１２条第２項中「市長」を「管理者」に改める。 

第１３条第１項中「規則」を「企業管理規程」に，「市長」を「管理者」に改

め，同条第２項中「法第１２条の３，法第１２条の４又は法第１２条の７」を

「第１２条の３，第１２条の４又は第１２条の７」に改める。 

第１４条中「市長は」を「管理者は」に，「各号の一」を「各号のいずれか」

に改め，同条第３号中「市長」を「管理者」に改める。 

第１５条第１項中「規則」を「企業管理規程」に，「市長」を「管理者」に改

める。 

第１６条第２項中「の方法によるほか，払込み」を「，払込み又は指定納付受

託者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定

する指定納付受託者をいう。）による納付」に改め，同項ただし書中「市長」を

「管理者」に改め，同条第３項中「市長」を「管理者」に改める。 

第１７条第１項中「市長」を「管理者」に改め，同条第２項中「市長」を「管

理者」に，「必要」を「，必要」に改め，同条第３項中「の各号」を削り，同項

第１号ただし書及び第２号中「市長」を「管理者」に改め，同項第３号中「規

則」を「企業管理規程」に，「市長」を「管理者」に改める。 

第１８条第１項，第１９条及び第２０条中「市長」を「管理者」に改める。  

第２１条中「規則」を「企業管理規程」に改め，「の各号」を削り，「市長」

を「管理者」に，「同様」を「，同様」に改める。 

第２３条第１項中「規則」を「企業管理規程」に，「市長」を「管理者」に改

め，同項ただし書中「法」を「，法」に改める。 

第２３条の２第１項中「第１７条の３」を「第１７条の２」に，「規則」を

「企業管理規程」に，「市長」を「管理者」に改め，同条第２項中「市長」を

「管理者」に改める。 

第２３条の３中「規則」を「企業管理規程」に，「市長」を「管理者」に改め

る。 

第２３条の４第１項中「市長」を「管理者」に改め，「以下」の次に「この章

において」を加え，「すべて」を「全て」に改め，同項第３号中「耐蝕性」を

「耐 蝕
しょく

性」に改め，同条第２項から第５項までの規定中「市長」を「管理者」

に改める。 

第２３条の５中「市長は」を「管理者は」に改め，同条第１号中「「使用者」

を「この章において「許可使用者」に，「市長」を「管理者」に，「責」を「責

め」に，「当該使用者」を「当該許可使用者」に改め，同条第２号及び第３号中

「使用者」を「許可使用者」に改める。 

第２３条の７第２項中「市長は，使用者」を「管理者は，許可使用者」に改

め，同項ただし書中「市長」を「管理者」に改める。 
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第２３条の８中「市長」を「管理者」に改め，同条第１号中「使用者」を「許

可使用者」に改め，同条第２号中「不正な手段」を「不正の手段」に改める。  

第２４条第１項ただし書及び第２項中「市長」を「管理者」に改め，同条第３

項及び第４項中「市長」を「管理者」に，「使用者」を「許可使用者」に改め

る。 

第２６条及び第２７条第１項中「市長」を「管理者」に改める。 

第２８条中「規則」を「企業管理規程」に改める。 

第２９条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め，同条第９号中「申請書

又は」を「申請書若しくは」に改める。 

第３０条中「不正な手段」を「不正の手段」に改める。 

（ひたちなか市水道事業給水条例の一部改正） 

２０ ひたちなか市水道事業給水条例（平成６年条例第１１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条中「ひたちなか市水道事業の設置等に関する条例」を「ひたちなか市水

道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」に，「第３条第２項」を「第３条

第２項第１号」に改める。 

第３条中「ひたちなか市水道事業の設置等に関する条例」を「ひたちなか市水

道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」に改める。 

第９条中「責」を「責め」に改める。 

第１２条第１項に次のただし書を加える。 

ただし，災害その他非常の場合において，管理者が他の市町村長（地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた管理者を含

む。以下この項において同じ。）又は他の市町村長が法第１６条の２第１項の

指定をした者（次項においてこれらを「他の市町村長等」という。）が工事を

施行する必要があると認めるときは，この限りでない。 

第１２条第２項中「指定給水装置工事事業者」の次に「又は他の市町村長等」

を加え，「設計審査」を「設計の審査」に，「工事検査」を「工事の検査」に改

める。 

第１３条第２項中「水道メータ」を「メータ」に改める。 

第１７条第３項中「責」を「責め」に改める。 

第２０条第１項中「若しくは」を「又は」に改める。 

第２３条第１項中「使用しては」を「，使用しては」に改め，同条第３項中

「拒むことは」を「，拒むことは」に改める。 

第３４条第１項中「の方法によるほか，払込」を「，払込み又は指定納付受託

者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定す

る指定納付受託者をいう。）による納付」に改める。 
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第３５条第１項中「掲げる場合」の次に「の区分」を加える。 

第３６条第１項第２号中「設計審査（材料」を「設計の審査（使用材料」に改

める。 

別表第１中「５分と」を「，５分と」に改める。 

（ひたちなか市水道事業経営審議会条例の一部改正） 

２１ ひたちなか市水道事業経営審議会条例（平成２５年条例第３７号）の一部を

次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

ひたちなか市上下水道事業経営審議会条例 

第１条中「ひたちなか市水道事業」の次に「及び下水道事業（公共下水道事業

及び農業集落排水事業をいう。第４条において同じ。）（以下「上下水道事業」

という。）」を加え，「ひたちなか市水道事業経営審議会」を「ひたちなか市上

下水道事業経営審議会」に改める。 

第２条中「ひたちなか市水道事業管理者」を「ひたちなか市上下水道事業管理

者」に改め，同条第３号中「定める」を「掲げる」に，「ひたちなか市水道事

業」を「上下水道事業」に改める。 

第４条第２号中「水道」の次に「及び下水道」を加え，同条第３号中「水道事

業」の次に「及び下水道事業」を加え，同条第６号中「定める」を「掲げる」

に，「ひたちなか市水道事業」を「上下水道事業」に改める。 

第６条中「規程」を「企業管理規程」に改める。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）  

２２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成６年条

例第１２号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中「水道事業経営審議会委員」を「上下水道事業経営審議会委員」に

改める。 

（施行日前の行為等に関する経過措置） 

２３ 付則第４項及び第６項に規定するもののほか，施行日前にそれぞれの条例の

規定に基づき市長によりされた公共下水道事業及び農業集落排水事業に係る処分

その他の行為又はこの条例の施行の際現にそれぞれの条例の規定に基づき市長に

対しされている公共下水道事業及び農業集落排水事業に係る申請その他の行為は，

この条例の施行後は，改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づき上下水道事業

管理者によりされた処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対しされている

申請その他の行為とみなす。 

２４ 付則第４項及び第６項に規定するもののほか，施行日前にそれぞれの条例の

規定に基づき水道事業管理者によりされた処分その他の行為又はこの条例の施行

の際現にそれぞれの条例の規定に基づき水道事業管理者に対しされている申請そ
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の他の行為は，この条例の施行後は，改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づ

き上下水道事業管理者によりされた処分その他の行為又は上下水道事業管理者に

対しされている申請その他の行為とみなす。 
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参考資料 

ひたちなか市部設置条例新旧対照表（第１条関係）                      Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（部の設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定によ

り，市長の権限に属する事務を分掌させるため，次の部を置く。 

企画部 

総務部 

市民生活部 

保健福祉部 

子ども部 

経済環境部 

建設部 

都市整備部 

 

（部の分掌事務） 

第２条 部の分掌事務は，次のとおりとする。 

部名 分掌事務 

企画部 １ 秘書及び渉外に関すること。 

２ 広報及び広聴に関すること。 

３ 市政の総合企画及び調整に関すること。 

４ 特定地域の振興に関すること。 

５ 企業誘致に関すること。 

６ 公共交通に関すること。 

７ 重要政策の推進に関すること。 

 

８ 統計に関すること。 

９ 情報政策に関すること。 

総務部 １ 議会及び市の行政一般に関すること。 

２ 文書の管理，情報公開及び個人情報保護に関すること。 

 

３ 職員の人事，給与及び研修に関すること。 

４ 行政組織及び職員定数に関すること。 

５ 行財政改革に関すること。 

（部の設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定によ

り，市長の権限に属する事務を分掌させるため，次の部を置く。 

企画部 

総務部 

市民生活部 

保健福祉部 

子ども部 

経済環境部 

都市建設部 

 

 

（部の分掌事務） 

第２条 部の分掌事務は，次のとおりとする。 

部名 分掌事務 

企画部 １ 秘書及び渉外に関すること。 

 

２ 市政の総合企画及び調整に関すること。 

３ 特定地域の振興に関すること。 

４ 企業誘致に関すること。 

５ 公共交通に関すること。 

６ 重要政策の推進に関すること。 

７ 広報及び広聴に関すること。 

 

 

総務部 １ 議会及び市の行政一般に関すること。 

２ 文書の管理，情報公開及び個人情報保護に関すること。 

３ 統計に関すること。 

４ 職員の人事，給与及び研修に関すること。 

５ 行政組織及び職員定数に関すること。 

６ 行財政改革に関すること。 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

 

６ 予算の編成及び財務に関すること。 

７ 市有財産（他の所管に係る行政財産を除く。）の取得，

管理及び処分に関すること。 

８ 契約に関すること。 

９ 工事の検査に関すること。 

１０ 市税の賦課徴収に関すること。 

１１ その他他の所管に属さないこと。 

市民生活部 １ 自治振興に関すること。 

２ 市民活動に関すること。 

３ 市民協働に関すること。 

 

４ 男女共同参画に関すること。 

５ 消費生活に関すること。 

６ 危機管理及び防災に関すること。 

７ 防犯及び交通安全に関すること。 

８ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 

９ 生涯学習に関すること（教育委員会事務局が所掌するも

のを除く。）。 

１０ 文化に関すること（文化財に関することを除く。）。 

１１ スポーツに関すること（学校における体育に関するこ

とを除く。）。 

略 略 

経済環境部 １ 農林水産業に関すること。 

２ 地籍調査に関すること。 

３ 商工業に関すること。 

４ 観光に関すること。 

５ 環境政策に関すること。 

６ 廃棄物対策及び環境衛生に関すること。 

建設部 １ 道路に関すること。 

２ 河川に関すること。 

３ 建築及び住宅に関すること。 

７ デジタル化に関すること。 

８ 予算の編成及び財務に関すること。 

９ 市有財産（他の所管に係る行政財産を除く。）の取得，

管理及び処分に関すること。 

１０ 契約に関すること。 

１１ 工事の検査に関すること。 

１２ 市税の賦課徴収に関すること。 

１３ その他他の所管に属さないこと。 

市民生活部 １ 自治振興に関すること。 

２ 市民活動に関すること。 

３ 市民協働に関すること。 

４ 多文化共生に関すること。 

５ 男女共同参画に関すること。 

６ 消費生活に関すること。 

７ 危機管理及び防災に関すること。 

８ 防犯及び交通安全に関すること。 

９ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 

１０ 生涯学習に関すること（教育委員会事務局が所掌する

ものを除く。）。 

１１ 文化に関すること（文化財に関することを除く。）。 

１２ スポーツに関すること（学校における体育に関するこ

とを除く。）。 

略 略 

経済環境部 １ 農林水産業に関すること。 

 

２ 商工業に関すること。 

３ 観光に関すること。 

４ 環境政策に関すること。 

５ 廃棄物対策及び環境衛生に関すること。 

都市建設部 １ 都市計画に関すること。 

２ 公園に関すること。 

３ 緑化の推進及び緑の保全に関すること。 
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

４ 市有地の取得及び契約に関すること。 

５ 下水道に関すること。 

都市整備部 １ 都市計画に関すること。 

２ 都市計画道路に関すること。 

３ 公園に関すること。 

４ 緑化の推進及び緑の保全に関すること。 

５ 建築指導に関すること。 

６ 開発行為の計画調整及び指導に関すること。 

７ 土地区画整理に関すること。 

８ 市街地再開発に関すること。 

２ 略 

 

４ 建築指導に関すること。 

５ 開発行為の計画調整及び指導に関すること。 

６ 住宅に関すること。 

７ 道路に関すること。 

８ 市有地の取得及び契約に関すること。 

９ 地籍調査に関すること。 

１０ 河川に関すること。 

１１ 土地区画整理に関すること。 

１２ 市街地再開発に関すること。 

 

２ 略 
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ひたちなか市水道事業の設置等に関する条例新旧対照表（第２条関係）                  Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

ひたちなか市水道事業の設置等に関する条例 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下

「法」という。）の規定に基づき本市が経営する水道事業について，必要な

事項を定めるものとする。 

 

 

（水道事業の設置） 

第２条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

（経営の基本） 

第３条 水道事業は，常に企業の経済性を発揮するとともに，公共の福祉を増

進するように運営されなければならない。 

２ 給水区域は，ひたちなか市の区域内とする。 

 

 

 

３ 給水人口は，１６８，３００人とする。 

 

４ １日最大給水量は，８３，０００立方メートルとする。 

 

（組織） 

ひたちなか市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下

「法」という。）の規定に基づき本市が経営する水道事業及び下水道事業

（公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。）（以下「上下

水道事業」という。）について，必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置） 

第２条 略 

２ 都市の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し，併せて公共用水域の水質

の保全に資するため，下水道事業を設置する。 

 

（法の全部適用） 

第２条の２ 法第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４

０３号）第１条第２項の規定により，下水道事業に法の規定の全部を適用す

る。 

 

（経営の基本） 

第３条 上下水道事業は，常に企業の経済性を発揮するとともに，公共の福祉

を増進するように運営されなければならない。 

２ 水道事業の経営の規模は，次のとおりとする。 

（１） 給水区域は，ひたちなか市の区域内とする。 

（２） 給水人口は，１６８，３００人とする。 

（３） １日最大給水量は，８３，０００立方メートルとする。 

３ 公共下水道事業は，下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項の

規定により定める事業計画に基づき実施する。 

４ 農業集落排水事業は，別表に定めるところにより実施する。 

 

（組織） 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

第４条 法第１４条の規定に基づき，水道事業の管理者（以下「管理者」とい

う。）の権限に属する事務を処理させるため，水道事業所を置く。 

 

（重要な資産の取得及び処分） 

第５条 法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない水道事業

の用に供する資産の取得及び処分は，予定価格（適正な対価を得てする売払

い以外の方法による譲渡にあっては，その適正な見積価額）が，２０，００

０，０００円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡（土地について

は，１件５，０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動

産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。 

 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２の８第８項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠

償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は，当該賠償責

任に係る賠償額が１，０００，０００円以上である場合とする。 

 

（議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等） 

第７条 水道事業の業務に関し，法第４０条第２項の規定に基づき条例で定め

るものは，負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額

が１０，０００，０００円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償

の額の決定で当該決定に係る金額が３，０００，０００円以上のものとす

る。 

 

（業務状況説明書の提出） 

第８条 管理者は，水道事業に関し，法第４０条の２第１項の規定に基づき，

毎事業年度４月１日から９月３０日までの業務の状況を説明する書類を１１

月３０日までに，１０月１日から３月３１日までの業務の状況を説明する書

類を５月３１日までに作成しなければならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には，次の各号に掲げる事項を記載する

とともに，１１月３０日までに作成する書類においては，前事業年度の決算

の状況を，５月３１日までに作成する書類においては同日の属する事業年度

第４条 法第１４条の規定に基づき，上下水道事業管理者（以下「管理者」と

いう。）の権限に属する事務を処理させるため，上下水道局を置く。 

 

（重要な資産の取得及び処分） 

第５条 法第３３条第２項の規定により予算で定めなければならない上下水道

事業の用に供する資産の取得及び処分は，予定価格（適正な対価を得てする

売払い以外の方法による譲渡にあっては，その適正な見積価額）が，２０，

０００，０００円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡（土地に

ついては，１件５，０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）又

は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。 

 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４３条の２の８第８項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員

の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は，当該賠

償責任に係る賠償額が１，０００，０００円以上である場合とする。 

 

（議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等） 

第７条 上下水道事業の業務に関し，法第４０条第２項の規定に基づき条例で

定めるものは，負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の

価額が１０，０００，０００円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害

賠償の額の決定で当該決定に係る金額が３，０００，０００円以上のものと

する。 

 

（業務状況説明書の提出） 

第８条 管理者は，上下水道事業に関し，法第４０条の２第１項の規定に基づ

き，毎事業年度４月１日から９月３０日までの業務の状況を説明する書類を

１１月３０日までに，１０月１日から３月３１日までの業務の状況を説明す

る書類を５月３１日までに市長に提出しなければならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には，次に掲げる事項を記載するととも

に，１１月３０日までに提出する書類においては，前事業年度の決算の状況

を，５月３１日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。 

（１）・（２） 略 

（３） 前２号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため

管理者が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により，第１項に定める期日までに同項の業

務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては，管

理者は，できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。 

 

 

の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。 

（１）・（２） 略 

（３） 前２号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにする

ため管理者が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により，第１項に定める期日までに同項の業

務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては，管

理者は，できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。 

 

別表（第３条関係） 

施設の名称 位置 処理対象区域 計画人口 １日最大汚水量 

西中根地区農業

集落排水処理施

設 

ひたちなか市大

字中根地内 

ひたちなか市大

字中根地内の一

部 

３５０人 １１５．５立方

メートル 

東中根地区農業

集落排水処理施

設 

ひたちなか市大

字中根地内 

ひたちなか市大

字中根地内の一

部 

７４０人  ２４４．２立方

メートル 
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ひたちなか市情報公開条例新旧対照表（付則第３項関係） 

旧 新 備考 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。 

（１） 略 

（２） 実施機関 市長，水道事業管理者，教育委員会，選挙管理委員会，

公平委員会，監査委員，固定資産評価審査委員会，農業委員会及び議

会をいう。 

 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。 

（１） 略 

（２） 実施機関 市長，上下水道事業管理者，教育委員会，選挙管理委員

会，公平委員会，監査委員，固定資産評価審査委員会，農業委員会及

び議会をいう。 
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ひたちなか市個人情報の保護に関する法律施行条例新旧対照表（付則第５項関係） 

旧 新 備考 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは，市長，水道事業管理者，教育委

員会，選挙管理委員会，公平委員会，監査委員，固定資産評価審査委員会及

び農業委員会をいう。 

２ 略 

 

（定義） 

第２条 この条例において「実施機関」とは，市長，上下水道事業管理者，教

育委員会，選挙管理委員会，公平委員会，監査委員，固定資産評価審査委員

会及び農業委員会をいう。 

２ 略 
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ひたちなか市農業集落排水処理施設設置及び管理条例新旧対照表（付則第７項関係）               Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（定義） 

第４条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。 

（１）～（３） 略 

（４） 義務者 ひたちなか市農業集落排水事業分担金徴収条例（平成６年

条例第８９号）第３条の規定により市長が認定した受益者をいう。 

 

（５） 略 

 

（排水設備の接続方法及び内径等） 

第６条 排水設備の新設，増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おう

とするときは，次に定めるところによらなければならない。 

（１）・（２） 略 

（３） 排水設備の排水管の内径は，市長が特別の理由があると認めた場合

を除き，１００ミリメートル以上（一の敷地又は建築物から排除され

る汚水の一部を排除すべき排水管で延長が３メートル以下のものの内

径にあっては，７５ミリメートル以上）とすること。 

（４） 排水設備の排水管の勾配は，市長が特別の理由があると認めた場合

を除き，１００分の２以上とすること。 

 

（排水設備の計画の確認） 

第７条 排水設備の新設等を行おうとする者は，あらかじめ規則で定めるとこ

ろにより申請書に必要な書類を添付して市長に提出し，確認を受けなければ

ならない。 

２ 前項の申請者が，申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更し

ようとするときは，前項の規定を準用する。ただし，排水設備の構造に影響

を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては，事前にその旨を市長に届け出

ることをもって足りるものとする。 

 

（排水設備の工事の検査） 

第９条 排水設備の工事を行った者は，その工事が完了したときは，工事の完

（定義） 

第４条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。 

（１）～（３） 略 

（４） 義務者 ひたちなか市農業集落排水事業分担金徴収条例（平成６年

条例第８９号）第３条の規定により上下水道事業管理者（以下「管理

者」という。）が認定した受益者をいう。 

（５） 略 

 

（排水設備の接続方法及び内径等） 

第６条 排水設備の新設，増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おう

とするときは，次に定めるところによらなければならない。 

（１）・（２） 略 

（３） 排水設備の排水管の内径は，管理者が特別の理由があると認めた場

合を除き，１００ミリメートル以上（一の敷地又は建築物から排除さ

れる汚水の一部を排除すべき排水管で延長が３メートル以下のものの

内径にあっては，７５ミリメートル以上）とすること。 

（４） 排水設備の排水管の勾配は，管理者が特別の理由があると認めた場

合を除き，１００分の２以上とすること。 

 

（排水設備の計画の確認） 

第７条 排水設備の新設等を行おうとする者は，あらかじめ企業管理規程で定

めるところにより申請書に必要な書類を添付して管理者に提出し，確認を受

けなければならない。 

２ 前項の申請者が，申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更し

ようとするときは，前項の規定を準用する。ただし，排水設備の構造に影響

を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては，事前にその旨を管理者に届け

出ることをもって足りるものとする。 

 

（排水設備の工事の検査） 

第９条 排水設備の工事を行った者は，その工事が完了したときは，工事の完
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

了した日から７日以内に到達するようにその旨を市長に届け出て，その工事

が第７条第１項の規定による市長の確認を受けた計画の内容に合致するもの

であることについて，検査を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の検査を行った場合において，その工事が確認した計画の内

容に合致していると認めたときは，当該排水設備の新設等を行った者に対

し，検査済証を交付する。 

 

（排水設備の検査及び処置） 

第１０条 市長は，排水施設の管理上必要があると認めたときは，排水設備を

随時検査し，義務者若しくは使用者に対して排水設備を改修し，又は適切な

処置をとるよう指示することができる。 

２ 略 

 

（供用の開始） 

第１１条 市長は，排水施設のしゅん工期日及び排水設備の接続に要する期間

を勘案して，排水施設供用開始期日を定め，これを公告するものとする。 

２ 義務者又は使用者は，前項の公告による供用開始の期日までに排水施設に

排水設備の接続を完了しなければならない。ただし，市長が特別の理由があ

ると認める場合は，この限りでない。 

 

（使用開始等の届出） 

第１７条 使用者は，次に掲げる場合に該当するときは，その旨を市長に届け

出なければならない。 

（１）～（４） 略 

 

（使用料の徴収） 

第１８条 市長は，排水施設の使用について，使用者から使用料を徴収する。 

 

２ 略 

３ 使用料は，納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし，市長が

必要があると認めたときは，隔月徴収をすることができる。 

 

了した日から７日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て，その工

事が第７条第１項の規定による管理者の確認を受けた計画の内容に合致する

ものであることについて，検査を受けなければならない。 

２ 管理者は，前項の検査を行った場合において，その工事が確認した計画の

内容に合致していると認めたときは，当該排水設備の新設等を行った者に対

し，検査済証を交付する。 

 

（排水設備の検査及び処置） 

第１０条 管理者は，排水施設の管理上必要があると認めたときは，排水設備

を随時検査し，義務者若しくは使用者に対して排水設備を改修し，又は適切

な処置をとるよう指示することができる。 

２ 略 

 

（供用の開始） 

第１１条 管理者は，排水施設のしゅん工期日及び排水設備の接続に要する期

間を勘案して，排水施設供用開始期日を定め，これを公告するものとする。 

２ 義務者又は使用者は，前項の公告による供用開始の期日までに排水施設に

排水設備の接続を完了しなければならない。ただし，管理者が特別の理由が

あると認める場合は，この限りでない。 

 

（使用開始等の届出） 

第１７条 使用者は，次に掲げる場合に該当するときは，その旨を管理者に届

け出なければならない。 

（１）～（４） 略 

 

（使用料の徴収） 

第１８条 管理者は，排水施設の使用について，使用者から使用料を徴収す

る。 

２ 略 

３ 使用料は，納入通知書又は口座振替により毎月徴収する。ただし，管理者

が必要があると認めたときは，隔月徴収をすることができる。 
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

（延滞金の徴収） 

第１９条 市長は，使用者が使用料を規則で定める期限までに納入しない場合

は，ひたちなか市市税外収入の督促及び延滞金徴収等に関する条例（平成６

年条例第４７号）の規定により延滞金を徴収するものとする。 

 

（使用料の算定方法） 

第２０条 略 

２ 略 

３ 人数割による使用人員は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定め

る方法により決定するものとする。 

（１） 略 

（２） 事業所等 日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理

対象人員算定基準（ＪＩＳＡ３３０２）」を準用し，算定する方法。

ただし，当該事業所等の態様，使用状況及び公益性を勘案し，市長が

必要と認めるときは，算定した使用人員に補正を加えることができ

る。 

４・５ 略 

 

（手数料） 

第２１条 市長は，第７条及び第９条に規定する確認又は検査を受ける者から

別表第３に定める手数料を徴収する。 

 

（使用料等の減免） 

第２２条 市長は，特別な理由があると認めたときは，使用料又は手数料を減

免することができる。 

 

（管理組合の設置） 

第２３条 市長は，排水施設の効率的な管理及び運営を図るため別表第４に定

める処理対象区域内における管理組合を設置して，次に掲げる業務を委託す

ることができる。 

（１）・（２） 略 

（３） その他市長が管理上必要と認める事項 

（延滞金の徴収） 

第１９条 管理者は，使用者が使用料を企業管理規程で定める期限までに納入

しない場合は，ひたちなか市市税外収入の督促及び延滞金徴収等に関する条

例（平成６年条例第４７号）の規定により延滞金を徴収するものとする。 

 

（使用料の算定方法） 

第２０条 略 

２ 略 

３ 人数割による使用人員は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定め

る方法により決定するものとする。 

（１） 略 

（２） 事業所等 日本産業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理

対象人員算定基準（ＪＩＳＡ３３０２）」を準用し，算定する方法。

ただし，当該事業所等の態様，使用状況及び公益性を勘案し，管理者

が必要と認めるときは，算定した使用人員に補正を加えることができ

る。 

４・５ 略 

 

（手数料） 

第２１条 管理者は，第７条及び第９条に規定する確認又は検査を受ける者か

ら別表第３に定める手数料を徴収する。 

 

（使用料等の減免） 

第２２条 管理者は，特別な理由があると認めたときは，使用料又は手数料を

減免することができる。 

 

（管理組合の設置） 

第２３条 管理者は，排水施設の効率的な管理及び運営を図るため別表第４に

定める処理対象区域内における管理組合を設置して，次に掲げる業務を委託

することができる。 

（１）・（２） 略 

（３） その他管理者が管理上必要と認める事項 
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Ｎｏ．４  

旧 新 備考 

（代理人等） 

第２４条 義務者が市内に居住しないときは，この条例の定める事項を処理さ

せるため，市内に居住する者のうちから代理人を定め，市長に届け出なけれ

ばならない。 

２ 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は，この条例に定める事項を

処理させるため，総代理人を定め市長に届け出なければならない。 

 

（排水施設付近での掘削） 

第２５条 排水施設の付近において，掘削工事を行おうとする者は，あらかじ

め市長に届け出なければならない。 

２ 市長は，前項の工事を行う者に対し，排水施設の機能及び構造を保全する

ために必要な限度において，必要な措置を指示することができる。 

 

（公共ますの増設） 

第２７条 公共ますの増設を必要とする場合は，市長に公共ます増設の申請を

するものとする。 

２ 市長は，前項の申請があった場合はこれを審査し，公共ます増設の承諾を

するものとする。 

 

（委任） 

第２９条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項

は，規則で定める。 

 

第６章 罰則 

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は，１万円以下の過料に処する。 

（１）～（６） 略 

（７） 第７条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定

による申請に係る書類又は第９条第１項若しくは第１７条の規定によ

る届出に係る書類に不実の記載をしてを提出した者 

 

（代理人等） 

第２４条 義務者が市内に居住しないときは，この条例の定める事項を処理さ

せるため，市内に居住する者のうちから代理人を定め，管理者に届け出なけ

ればならない。 

２ 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は，この条例に定める事項を

処理させるため，総代理人を定め管理者に届け出なければならない。 

 

（排水施設付近での掘削） 

第２５条 排水施設の付近において，掘削工事を行おうとする者は，あらかじ

め管理者に届け出なければならない。 

２ 管理者は，前項の工事を行う者に対し，排水施設の機能及び構造を保全す

るために必要な限度において，必要な措置を指示することができる。 

 

（公共ますの増設） 

第２７条 公共ますの増設を必要とする場合は，管理者に公共ます増設の申請

をするものとする。 

２ 管理者は，前項の申請があった場合はこれを審査し，公共ます増設の承諾

をするものとする。 

 

（委任） 

第２９条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項

は，企業管理規程で定める。 

 

第６章 罰則 

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者は，１万円以下の過料に処する。 

（１）～（６） 略 

（７） 第７条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定

による申請に係る書類又は第９条第１項若しくは第１７条の規定によ

る届出に係る書類に不実の記載をして提出した者 
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ひたちなか市農業集落排水事業分担金徴収条例新旧対照表（付則第８項関係）                 Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（用語の定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。 

（１） 受益者 次号に規定する処理区域の建築物の所有者（建築物の所有

者と当該敷地の所有者が異なる場合において，相互の協議が成立した

場合は敷地の所有者）で，第３条の規定により市長が認定した者をい

う。 

（２） 略 

（３） 事業費の総額 事業に要する費用の総額（事務費を除く。）の予定

額（ただし，事業完了後においては確定額）をいう。 

（４）～（９） 略 

 

（受益者の認定） 

第３条 市長は，事業を施行しようとするときは，当該事業により利益を受け

る者について調査し，受益者の認定をするものとする。事業の着手後におけ

る受益者の認定においても，また，同様とする。 

 

（事業の公告） 

第４条 市長は，事業の施行を決定したときは，当該事業の名称，処理区域，

事業費の総額，工事費の総額，分担金の総額及び分担金を定め，これを公告

しなければならない。これらを変更する場合も，また，同様とする。 

２ 略 

 

（各年度分担金の徴収） 

第５条 市長は，前条第２項の規定により各年度分担金を定めた場合におい

て，受益者ごとの各年度分担金を決定したときは，当該各年度分担金の額，

納期その他必要な事項を受益者に通知し，徴収しなければならない。 

 

（各年度分担金の徴収猶予） 

第６条 市長は，受益者が災害その他の理由により各年度分担金を納付するこ

とが困難であると認めるときは，当該各年度分担金の徴収を猶予することが

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。 

（１） 受益者 次号に規定する処理区域の建築物の所有者（建築物の所有

者と当該敷地の所有者が異なる場合において，相互の協議が成立した

ときは，敷地の所有者）であって，次条の規定により上下水道事業管

理者（以下「管理者」という。）が認定したものをいう。 

（２） 略 

（３） 事業費の総額 事業に要する費用の総額（事務費を除く。）の予定

額（ただし，事業完了後においては，確定額）をいう。 

（４）～（９） 略 

 

（受益者の認定） 

第３条 管理者は，事業を施行しようとするときは，当該事業により利益を受

ける者について調査し，受益者の認定をするものとする。事業の着手後にお

ける受益者の認定においても，また同様とする。 

 

（事業の公告） 

第４条 管理者は，事業の施行を決定したときは，当該事業の名称，処理区

域，事業費の総額，工事費の総額，分担金の総額及び分担金を定め，これを

公告しなければならない。これらを変更する場合も，また同様とする。 

２ 略 

 

（各年度分担金の徴収） 

第５条 管理者は，前条第２項の規定により各年度分担金を定めた場合におい

て，受益者ごとの各年度分担金を決定したときは，当該各年度分担金の額，

納期その他必要な事項を受益者に通知し，徴収しなければならない。 

 

（各年度分担金の徴収猶予） 

第６条 管理者は，受益者が災害その他の理由により各年度分担金を納付する

ことが困難であると認めるときは，当該各年度分担金の徴収を猶予すること
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

できる。 

 

（各年度分担金の減免） 

第７条 市長は，受益者が次の各号の一に該当する場合は，各年度分担金を減

額し，又は免除することができる。 

（１）～（４） 略 

 

（事業の確定） 

第８条 市長は，事業が完了したときは，当該事業の完了した日の翌日から起

算して６０日以内に，確定した事業費の総額，工事費の総額，分担金の総額

及び分担金を定め，これを公告しなければならない。 

 

（分担金の清算） 

第９条 市長は，前条の規定により分担金を確定した場合において，確定した

分担金と確定前の分担金との間に差額が生じたときは，当該差額に相当する

分担金を受益者から徴収し，又は受益者に還付しなければならない。 

 

（受益者の変更） 

第１０条 第３条の規定による認定後，受益者の変更があった場合において，

当該変更に係る当事者がその旨を市長に届け出たときは，新たに受益者とな

った者が従前の受益者の権利及び義務を承継する。ただし，当該変更の届出

の日前に納期の到来している各年度分担金については，従前の受益者が納付

しなければならない。 

 

（事業完了後の受益者の分担金） 

第１１条 事業の完了の後に，第３条後段の規定により認定を受けて受益者と

なる者は，第８条の規定により定められた分担金に相当する金額を，市長の

通知する納期までに納入しなければならない。 

 

（延滞金） 

第１２条 市長は，第５条又は前条の納期までに分担金を納入しない者がある

ときは，水戸・勝田都市計画ひたちなか市下水道事業受益者負担に関する条

ができる。 

 

（各年度分担金の減免） 

第７条 管理者は，受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は，各年度分

担金を減額し，又は免除することができる。 

（１）～（４） 略 

 

（事業の確定） 

第８条 管理者は，事業が完了したときは，当該事業の完了した日の翌日から

起算して６０日以内に，確定した事業費の総額，工事費の総額，分担金の総

額及び分担金を定め，これを公告しなければならない。 

 

（分担金の清算） 

第９条 管理者は，前条の規定により分担金が確定した場合において，確定し

た分担金と確定前の分担金との間に差額が生じたときは，当該差額に相当す

る分担金を受益者から徴収し，又は受益者に還付しなければならない。 

 

（受益者の変更） 

第１０条 第３条の規定による認定後，受益者の変更があった場合において，

当該変更に係る当事者がその旨を管理者に届け出たときは，新たに受益者と

なった者が従前の受益者の権利及び義務を承継する。ただし，当該変更の届

出の日前に納期の到来している各年度分担金については，従前の受益者が納

付しなければならない。 

 

（事業完了後の受益者の分担金） 

第１１条 事業の完了の後に，第３条後段の規定により認定を受けて受益者と

なる者は，第８条の規定により定められた分担金に相当する金額を，管理者

の通知する納期までに納入しなければならない。 

 

（延滞金） 

第１２条 管理者は，第５条又は前条の納期までに分担金を納入しない者があ

るときは，水戸・勝田都市計画ひたちなか市下水道事業受益者負担に関する
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

例（平成６年条例第１１５号）第１０条の規定を準用する。 

 

（委任） 

第１３条 この条例の施行について必要な事項は，規則で定める。 

条例（平成６年条例第１１５号）第１０条の規定を準用する。 

 

（委任） 

第１３条 この条例の施行について必要な事項は，企業管理規程で定める。 
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ひたちなか市公共下水道の構造及び維持管理に関する条例新旧対照表（付則第９項関係） 

旧 新 備考 

（公共下水道の構造及び維持管理の技術上の基準） 

第３条 法第７条第２項及び第２１条第２項に規定する公共下水道の構造及び

維持管理の技術上の基準は，次に掲げる事項について，規則で定める。この

場合において，当該基準は，公衆衛生上重大な危害が生じ，又は公共用水域

の水質に重大な影響が及ぶことを防止するものでなければならない。 

 

（１） 排水施設（かんがい排水施設を除く。） 

ア 排水管 

イ 排水渠
きょ

 

ウ ア及びイ以外の下水を排除するために設けられる施設 

（２）～（４） 略 

 

 

 

（公共下水道の構造及び維持管理の技術上の基準） 

第３条 法第７条第２項及び第２１条第２項に規定する公共下水道の構造及び

維持管理の技術上の基準は，次に掲げる事項について，企業管理規程で定め

る。この場合において，当該基準は，公衆衛生上重大な危害が生じ，又は公

共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するものでなければならな

い。 

（１） 排水施設（かんがい排水施設を除く。） 

ア 排水管 
 

イ 排水きょ 

ウ ア及びイ以外の下水を排除するために設けられる施設 

（２）～（４） 略 
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水戸・勝田都市計画ひたちなか市下水道事業受益者負担に関する条例新旧対照表（付則第１０項関係）            Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（受益者） 

第２条 市長は，事業により築造される公共下水道の処理区域（下水道法（昭

和３３年法律第７９号）第２条第８号の処理区域をいう。以下同じ。）内に

存する土地（土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画

整理事業（以下「土地区画整理事業」という。）の施行に係る土地で仮換地

の指定が行われていないものにあっては，負担金の賦課の必要があると認め

られる土地に限る。）の所有者（地上権，質権又は使用貸借若しくは賃貸借

による権利（一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸

借による権利を除く。以下「地上権等」という。）の目的となっている土地

にあっては，当該土地の所有者及び地上権等を有する者のうちから，これら

の者が協議して指定する者がいるときは，その者。以下「所有者等」とい

う。）で適当と認めるものを，負担金の徴収を受ける受益者（以下「受益

者」という。）として認定するものとする。 

 

２ 前項の規定にかかわらず，市長は，処理区域内における土地区画整理事業

の施行に係る土地が仮換地の指定を受け，かつ，当該仮換地の使用又は収益

をすることができる場合その他の規則で定める場合には，当該土地について

換地処分が行われたものとみなして，当該土地の所有者等で適当と認めるも

のを受益者として認定するものとする。 

 

（負担区の決定等） 

第３条 市長は，処理区域を土地の状況，事業の実施状況等に応じて２以上の

負担区に区分するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により負担区を定めたときは，当該負担区の名称，区

域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも，同

様とする。 

 

（賦課対象区域の決定等） 

第５条 市長は，負担金を賦課しようとするときは，当該年度の前年度の末日

までに負担金を賦課しようとする区域（以下「賦課対象区域」という。）を

定め，これを公告しなければならない。 

（受益者） 

第２条 上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は，事業により築造

される公共下水道の処理区域（下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条

第８号の処理区域をいう。以下同じ。）内に存する土地（土地区画整理法

（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画整理事業（以下「土地区画整

理事業」という。）の施行に係る土地で仮換地の指定が行われていないもの

にあっては，負担金の賦課の必要があると認められる土地に限る。）の所有

者（地上権，質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利（一時使用のため

に設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下

「地上権等」という。）の目的となっている土地にあっては，当該土地の所

有者及び地上権等を有する者のうちから，これらの者が協議して指定する者

がいるときは，その者。以下「所有者等」という。）で適当と認めるもの

を，負担金の徴収を受ける受益者（以下「受益者」という。）として認定す

るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，管理者は，処理区域内における土地区画整理事

業の施行に係る土地が仮換地の指定を受け，かつ，当該仮換地の使用又は収

益をすることができる場合その他の企業管理規程で定める場合には，当該土

地について換地処分が行われたものとみなして，当該土地の所有者等で適当

と認めるものを受益者として認定するものとする。 

 

（負担区の決定等） 

第３条 管理者は，処理区域を土地の状況，事業の実施状況等に応じて２以上

の負担区に区分するものとする。 

２ 管理者は，前項の規定により負担区を定めたときは，当該負担区の名称，

区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも，

同様とする。 

 

（賦課対象区域の決定等） 

第５条 管理者は，負担金を賦課しようとするときは，当該年度の前年度の末

日までに負担金を賦課しようとする区域（以下「賦課対象区域」という。）

を定め，これを公告しなければならない。 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

（負担金の賦課及び徴収） 

第６条 市長は，前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦

課対象区域内に存する土地に係る受益者ごとに，第４条の規定により負担金

の額を定め，これを賦課するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により負担金の賦課を決定したときは，遅滞なく，当

該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。 

３ 略 

 

（負担金の徴収猶予） 

第７条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合においては，負担金の徴

収を猶予することができる。 

（１）・（２） 略 

 

（負担金の減免） 

第８条 市長は，次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免するこ

とができる。 

（１）～（６） 略 

 

（受益者の変更） 

第９条 市長は，第６条第１項の規定により負担金を賦課された土地の所有者

等の変更が生じ，次に掲げる方法により当該変更を確認した場合において，

受益者の変更を必要と認めるときは，新たに受益者を認定するものとする。 

 

（１）・（２） 略 

２ 略 

 

（延滞金） 

第１０条 市長は，第６条第２項の納付期日までに負担金を納付しない者があ

る場合においては，当該納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応

じ，当該負担金の額（その額に１，０００円未満の端数があるとき，又はそ

の全額が２，０００円未満であるときは，その端数金額又はその全額を切り

捨てる。）に年７．３パーセント（当該納付期日の翌日から１月を経過する

（負担金の賦課及び徴収） 

第６条 管理者は，前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった

賦課対象区域内に存する土地に係る受益者ごとに，第４条の規定により負担

金の額を定め，これを賦課するものとする。 

２ 管理者は，前項の規定により負担金の賦課を決定したときは，遅滞なく，

当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。 

３ 略 

 

（負担金の徴収猶予） 

第７条 管理者は，次の各号のいずれかに該当する場合においては，負担金の

徴収を猶予することができる。 

（１）・（２） 略 

 

（負担金の減免） 

第８条 管理者は，次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免する

ことができる。 

（１）～（６） 略 

 

（受益者の変更） 

第９条 管理者は，第６条第１項の規定により負担金を賦課された土地の所有

者等の変更が生じ，次に掲げる方法により当該変更を確認した場合におい

て，受益者の変更を必要と認めるときは，新たに受益者を認定するものとす

る。 

（１）・（２） 略 

２ 略 

 

（延滞金） 

第１０条 管理者は，第６条第２項の納付期日までに負担金を納付しない者が

ある場合においては，当該納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に

応じ，当該負担金の額（その額に１，０００円未満の端数があるとき，又は

その全額が２，０００円未満であるときは，その端数金額又はその全額を切

り捨てる。）に年７．３パーセント（当該納付期日の翌日から１月を経過す
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

日までの期間については，年３．６５パーセント）の割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。ただし，延滞金額

に１００円未満の端数があるとき，又はその全額が１，０００円未満である

ときは，その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

２ 略 

 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項

は，規則で定める。 

る日までの期間については，年３．６５パーセント）の割合を乗じて計算し

た金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。ただし，延滞金

額に１００円未満の端数があるとき，又はその全額が１，０００円未満であ

るときは，その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

２ 略 

 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項

は，企業管理規程で定める。 
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ひたちなか市下水道事業受益者分担金条例新旧対照表（付則第１１項関係）                  Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（受益者） 

第２条 市長は，事業により築造される公共下水道の処理区域（下水道法（昭

和３３年法律第７９号）第２条第８号の処理区域をいう。）内に存する土地

の所有者（地上権，質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利（一時使用

のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。

以下「地上権等」という。）の目的となっている土地にあっては，当該土地

の所有者及び地上権等を有する者のうちから，これらの者が協議して指定す

る者がいるときは，その者。以下「所有者等」という。）で適当と認めるも

のを，分担金の徴収を受ける受益者（以下「受益者」という。）として認定

するものとする。 

 

（賦課対象区域の決定等） 

第４条 市長は，分担金を賦課しようとするときは，当該年度の前年度の末日

までに分担金を賦課しようとする区域（以下「賦課対象区域」という。）を

定め，これを公告しなければならない。 

 

（分担金の賦課及び徴収） 

第５条 市長は，前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦

課対象区域内に存する土地に係る受益者ごとに，第３条の規定により分担金

の額を定め，これを賦課するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により分担金の賦課を決定したときは，遅滞なく，当

該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。 

３ 略 

 

（分担金の徴収猶予） 

第６条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合においては，分担金の徴

収を猶予することができる。 

（１）・（２） 略 

 

（分担金の減免） 

第７条 市長は，次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免するこ

（受益者） 

第２条 上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は，事業により築造

される公共下水道の処理区域（下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条

第８号の処理区域をいう。）内に存する土地の所有者（地上権，質権又は使

用貸借若しくは賃貸借による権利（一時使用のために設定された地上権又は

使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。）の

目的となっている土地にあっては，当該土地の所有者及び地上権等を有する

者のうちから，これらの者が協議して指定する者がいるときは，その者。以

下「所有者等」という。）で適当と認めるものを，分担金の徴収を受ける受

益者（以下「受益者」という。）として認定するものとする。 

 

（賦課対象区域の決定等） 

第４条 管理者は，分担金を賦課しようとするときは，当該年度の前年度の末

日までに分担金を賦課しようとする区域（以下「賦課対象区域」という。）

を定め，これを公告しなければならない。 

 

（分担金の賦課及び徴収） 

第５条 管理者は，前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった

賦課対象区域内に存する土地に係る受益者ごとに，第３条の規定により分担

金の額を定め，これを賦課するものとする。 

２ 管理者は，前項の規定により分担金の賦課を決定したときは，遅滞なく，

当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。 

３ 略 

 

（分担金の徴収猶予） 

第６条 管理者は，次の各号のいずれかに該当する場合においては，分担金の

徴収を猶予することができる。 

（１）・（２） 略 

 

（分担金の減免） 

第７条 管理者は，次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免する
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

とができる。 

（１）～（６） 略 

 

（受益者の変更） 

第８条 市長は，第５条第１項の規定により分担金を賦課された土地の所有者

等の変更が生じ，次に掲げる方法により当該変更を確認した場合において，

受益者の変更を必要と認めるときは，新たに受益者を認定するものとする。 

 

（１）・（２） 略 

２ 略 

 

（延滞金） 

第９条 市長は，第５条第２項の納付期日までに分担金を納付しない者がある

場合においては，当該納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応

じ，当該分担金の額（その額に１，０００円未満の端数があるとき，又はそ

の全額が２，０００円未満であるときは，その端数金額又はその全額を切り

捨てる。）に年７．３パーセント（当該納付期日の翌日から１月を経過する

日までの期間については，年３．６５パーセント）の割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。ただし，延滞金額

に１００円未満の端数があるとき，又はその全額が１，０００円未満である

ときは，その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

２ 略 

 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項

は，規則で定める。 

ことができる。 

（１）～（６） 略 

 

（受益者の変更） 

第８条 管理者は，第５条第１項の規定により分担金を賦課された土地の所有

者等の変更が生じ，次に掲げる方法により当該変更を確認した場合におい

て，受益者の変更を必要と認めるときは，新たに受益者を認定するものとす

る。 

（１）・（２） 略 

２ 略 

 

（延滞金） 

第９条 管理者は，第５条第２項の納付期日までに分担金を納付しない者があ

る場合においては，当該納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応

じ，当該分担金の額（その額に１，０００円未満の端数があるとき，又はそ

の全額が２，０００円未満であるときは，その端数金額又はその全額を切り

捨てる。）に年７．３パーセント（当該納付期日の翌日から１月を経過する

日までの期間については，年３．６５パーセント）の割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。ただし，延滞金額

に１００円未満の端数があるとき，又はその全額が１，０００円未満である

ときは，その端数金額又はその全額を切り捨てる。 

２ 略 

 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項

は，企業管理規程で定める。 
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ひたちなか市水道事業管理者の給与等に関する条例新旧対照表（付則第１２項関係） 

旧 新 備考 

ひたちなか市水道事業管理者の給与等に関する条例 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，ひたちなか市水道事業管理者（以下「管理者」とい

う。）の給料その他の給与及び旅費について必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（給与） 

第２条 略 

第３条 略 

２ 通勤手当の支給額は，ひたちなか市水道企業職員の給与に関する規程（平

成６年水道部規程第５号。以下「規程」という。）第３８条の規定を準用し

て算出された額とする。 

３ 略 

 

（給与の支給） 

第４条 管理者の給与の支給条件，支給方法及び支給期日については，ひたち

なか市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成６年条例第１

１８号）の適用を受ける企業職員（以下「職員」という。）の例によるもの

とする。 

 

（旅費） 

第５条 管理者の旅費の額及び支給方法は，ひたちなか市水道企業職員等の旅

費に関する規程（平成６年水道部規程第６号）の規定による。 

 

 

 

 

 

 

ひたちなか市上下水道事業管理者の給与等に関する条例 

 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，ひたちなか市上下水道事業管理者（以下「管理者」とい

う。）の給料その他の給与及び旅費について必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（給与） 

第２条 略 

第３条 略 

２ 通勤手当の支給額は，ひたちなか市職員の給与に関する条例（平成６年条

例第３５号。次条において「給与条例」という。）第１５条第２項の規定を

準用して算出された額とする。 

３ 略 

 

（給与の支給） 

第４条 管理者の給与の支給条件，支給方法及び支給期日については，給与条

例の適用を受ける職員の例による。 

 

 

 

（旅費） 

第５条 管理者の旅費の額及び支給方法は，ひたちなか市職員の旅費に関する

条例（平成６年条例第３８号）の適用を受ける市長等の例による。 
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ひたちなか市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例新旧対照表（付則第１３項関係）            Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

ひたちなか市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

 

 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は，地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下

「法」という。）第３８条第４項の規定に基づいて，水道企業職員の給与の

種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。 

 

（給与の種類） 

第２条 水道企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職

員（以下「職員」という。）の給与の種類は，給料及び手当とする。 

２ 略 

３ 手当の種類は，管理職手当，初任給調整手当，扶養手当，地域手当，住居

手当，通勤手当，在宅勤務等手当，時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤

務手当，宿日直手当，管理職員特別勤務手当，期末手当，勤勉手当，特殊勤

務手当及び退職手当とする。 

 

（管理職手当） 

第４条 管理職手当は，管理又は監督の地位にある職員の職のうち，その職務

の特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。 

 

 

（住居手当） 

第６条 略 

２ 前項に規定するもののほか，住居手当の支給に関し必要な事項は，ひたち

なか市水道企業職員の給与に関する規程（平成６年水道部規程第５号）で定

める。 

 

（通勤手当） 

第７条 通勤手当は，次に掲げる職員に支給する。 

ひたちなか市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は，地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下

「法」という。）第３８条第４項の規定に基づいて，公営企業職員の給与の

種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。 

 

（給与の種類） 

第２条 公営企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職

員（以下「職員」という。）の給与の種類は，給料及び手当とする。 

２ 略 

３ 手当の種類は，管理職手当，初任給調整手当，扶養手当，地域手当，住居

手当，通勤手当，在宅勤務等手当，時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤

務手当，宿日直手当，管理職員特別勤務手当，期末手当，勤勉手当，特殊勤

務手当，災害派遣手当及び退職手当とする。 

 

（管理職手当） 

第４条 管理職手当は，管理又は監督の地位にある職員の職のうち，その職務

の特殊性に基づき上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が指定す

るものについて支給する。 

 

（住居手当） 

第６条 略 

２ 前項に規定するもののほか，住居手当の支給に関し必要な事項は，企業管

理規程で定める。 

 

 

（通勤手当） 

第７条 通勤手当は，次に掲げる職員に支給する。 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

（１） 通勤（職員が勤務のため，その者の住居と在勤庁との間を往復する

ことをいう。以下本条において同じ。）のため交通機関又は有料道路

（以下「交通機関等」という。）を利用して，その運賃又は料金（以

下「運賃等」という。）を負担することを常例とする職員（交通機関

等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員

であって，交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした

場合の通勤距離（職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に

利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下本条において同

じ。）が片道２キロメートル未満であるもの及び第３号に掲げる職員

を除く。） 

（２）・（３） 略 

 

（管理職員特別勤務手当） 

第１２条 第４条の規定に基づき管理者が指定する職を占める職員のうち管理

又は監督の複雑，困難及び責任の度が高い職員として水道部規程で定める職

員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日（勤務時間

を割り振らない日をいう。）又は休日に勤務した場合は，当該職員には，管

理職員特別勤務手当を支給する。 

 

（特殊勤務手当） 

第１６条 略 

 

 

 

 

 

 

（退職手当） 

第１７条 略 

 

（会計年度任用職員の給与） 

第２２条 水道企業職員で地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年

（１） 通勤（職員が勤務のため，その者の住居と在勤庁との間を往復する

ことをいう。以下この条において同じ。）のため交通機関又は有料道

路（以下「交通機関等」という。）を利用して，その運賃又は料金

（以下「運賃等」という。）を負担することを常例とする職員（交通

機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の

職員であって，交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離（職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一

般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下この条にお

いて同じ。）が片道２キロメートル未満であるもの及び第３号に掲げ

る職員を除く。） 

（２）・（３） 略 

 

（管理職員特別勤務手当） 

第１２条 第４条の規定に基づき管理者が指定する職を占める職員のうち管理

又は監督の複雑，困難及び責任の度が高い職員として企業管理規程で定める

職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日（勤務時

間を割り振らない日をいう。）又は休日に勤務した場合は，当該職員には，

管理職員特別勤務手当を支給する。 

 

（特殊勤務手当） 

第１６条 略 

 

（災害派遣手当） 

第１６条の２ 災害派遣手当は，災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)

第３２条に規定する職員が，その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在し

た場合に支給する。 

 

（退職手当） 

第１７条 略 

 

（会計年度任用職員の給与） 

第２２条 公営企業職員で地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

度任用職員（以下「水道企業会計年度任用職員」という。）であるものの給

与の種類は，ひたちなか市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例（令和元年条例第９号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。）第

２条第１号に規定するフルタイム会計年度任用職員の給与の例による。 

２ 水道企業会計年度任用職員の給与の基準は，会計年度任用職員給与条例の

適用を受ける者の給与を基準とし，その職務の特殊性及び実態を考慮して管

理者が定めるものとする。 

 

（臨時的任用職員の給与） 

第２２条の２ 水道企業職員で地方公務員法第２２条の３第４項若しくは地方

公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項第２号又はひたちなか市職員

の配偶者同行休業に関する条例（平成２７年条例第２号）第９条第１項第２

号の規定により臨時的に任用されるものについては，職員の給与との権衡を

考慮し，予算の範囲内で給与を支給する。 

 

（委任） 

第２４条 この条例の施行に関し必要な事項は，別に規則で定める。 

度任用職員（以下「公営企業会計年度任用職員」という。）であるものの給

与の種類は，ひたちなか市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例（令和元年条例第９号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。）第

２条第１号に規定するフルタイム会計年度任用職員の給与の例による。 

２ 公営企業会計年度任用職員の給与の基準は，会計年度任用職員給与条例の

適用を受ける者の給与を基準とし，その職務の特殊性及び実態を考慮して管

理者が定めるものとする。 

 

（臨時的任用職員の給与） 

第２２条の２ 公営企業職員で地方公務員法第２２条の３第４項若しくは地方

公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項第２号又はひたちなか市職員

の配偶者同行休業に関する条例（平成２７年条例第２号）第９条第１項第２

号の規定により臨時的に任用されるものについては，職員の給与との権衡を

考慮し，予算の範囲内で給与を支給する。 

 

（委任） 

第２４条 この条例の施行に関し必要な事項は，別に企業管理規程で定める。 
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ひたちなか市職員の定年等に関する条例新旧対照表（付則第１４項関係） 

旧 新 備考 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は，次に掲げる職と

する。 

（１） 略 

（２） ひたちなか市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平

成６年条例第１１８号）第４条の規定により管理職手当の支給を受け

る職員の占める職 

（３） 略 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は，次に掲げる職と

する。 

（１） 略 

（２） ひたちなか市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平

成６年条例第１１８号）第４条の規定により管理職手当の支給を受け

る職員の占める職 

（３） 略 
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ひたちなか市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例新旧対照表（付則第１５項関係） 

旧 新 備考 

（休職の効果） 

第４条 略 

第５条 略 

２ 休職者の給与は，ひたちなか市職員の給与に関する条例（平成６年条例第

３５号），ひたちなか市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

（令和元年条例第９号），ひたちなか市の単純な労務に雇用される職員の給

与の種類及び基準に関する条例（平成６年条例第３７号）及びひたちなか市

水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成６年条例第１１８

号）の定めるところによる。 

（休職の効果） 

第４条 略 

第５条 略 

２ 休職者の給与は，ひたちなか市職員の給与に関する条例（平成６年条例第

３５号），ひたちなか市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

（令和元年条例第９号），ひたちなか市の単純な労務に雇用される職員の給

与の種類及び基準に関する条例（平成６年条例第３７号）及びひたちなか市

公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成６年条例第１１８

号）の定めるところによる。 
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ひたちなか市職員定数条例新旧対照表（付則第１６項関係） 

旧 新 備考 

（職員の定数） 

第２条 職員の定数は，次に掲げるとおりとする。 

（１） 市長事務部局の職員 ７８３人 

（２） 議会事務部局の職員 １０人 

（３） 教育委員会事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 

１３２人 

（４） 農業委員会事務部局の職員 ６人 

（５） 監査委員事務部局の職員 ６人 

（６） 公営企業の職員 ４３人 

 

（職員の定数の配分） 

第４条 第２条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は，第１号は市

長，第２号は議長，第３号は教育委員会，第４号は農業委員会，第５号は代

表監査委員，第６号は水道事業管理者が定める。 

（職員の定数） 

第２条 職員の定数は，次に掲げるとおりとする。 

（１） 市長事務部局の職員 ７６６人 

（２） 議会事務部局の職員 １０人 

（３） 教育委員会事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 

１３２人 

（４） 農業委員会事務部局の職員 ６人 

（５） 監査委員事務部局の職員 ６人 

（６） 公営企業の職員 ６０人 

 

（職員の定数の配分） 

第４条 第２条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は，第１号は市

長，第２号は議長，第３号は教育委員会，第４号は農業委員会，第５号は代

表監査委員，第６号は上下水道事業管理者が定める。 
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ひたちなか市市税外収入の督促及び延滞金徴収等に関する条例新旧対照表（付則第１７項関係） 

旧 新 備考 

（督促） 

第２条 市長は，市税外収入金を納期限までに完納しない者に対しては，納期

限後２０日以内に期限を指定して，督促状を発しなければならない。 

 

 

２ 略 

（督促） 

第２条 市長（下水道事業（公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。）

に係る市税外収入金にあっては，上下水道事業管理者。以下同じ。）は，市

税外収入金を納期限までに完納しない者に対しては，納期限後２０日以内に

期限を指定して，督促状を発しなければならない。 

２ 略 
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ひたちなか市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例新旧対照表（付則第１８項関係） 

旧 新 備考 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第２条 長期継続契約を締結することができる契約は，次に掲げるものとす

る。 

（１） 物品を借り入れる契約であって，商慣習上複数年度にわたり契約を

締結することが一般的であるもののうち，規則で定めるもの 

 

 

（２） 略 

 

（長期継続契約を締結することができる契約） 

第２条 長期継続契約を締結することができる契約は，次に掲げるものとす

る。 

（１） 物品を借り入れる契約であって，商慣習上複数年度にわたり契約を

締結することが一般的であるもののうち，規則（水道事業及び下水道

事業（公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。）に係る長期継

続契約にあっては，企業管理規程。以下同じ。）で定めるもの 

（２） 略 
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ひたちなか市下水道条例新旧対照表（付則第１９項関係）                      Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（趣旨） 

第１条 この条例は，下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」とい

う。）その他の法令に定めがあるもののほか，公共下水道の設置，管理及び

使用について，必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第３条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１）～（４） 略 

（５） 義務者 法第１０条第１項各号の一に該当する者をいう。 

（６）～（１０） 略 

 

（排水設備の接続方法及び内径等） 

第４条 排水設備の新設，増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おう

とするときは，次の各号に定めるところによらなければならない。 

（１）・（２） 略 

（３） 排水設備を公共ます等に固着させるときは，公共下水道の施設の機

能を妨げ，又はその施設を損傷するおそれのない箇所へ規則で定める

工事の実施方法により固着させること。 

（４） 排水設備の排水管の内径及びこう配は，市長が特別の理由があると

認めた場合を除き次の表の定めるところによるものとし，排水きょの

断面積及びこう配は，それぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力

のあるものにすること。ただし，一の敷地又は建築物から排除される

下水の一部を排除すべき排水管で延長が３メートル以下のものの内径

は，７５ミリメートル以上とすることができる。 

 

雨水又は雨水を含む下水を排除する排水管 

略 

汚水のみを排除する排水管 

略 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は，下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」とい

う。）その他の法令に定めがあるもののほか，公共下水道の設置，管理及び

使用について必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第３条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１）～（４） 略 

（５） 義務者 法第１０条第１項各号のいずれかに該当する者をいう。 

（６）～（１０） 略 

 

（排水設備の接続方法及び内径等） 

第４条 排水設備の新設，増設又は改築（以下「新設等」という。）を行おう

とするときは，次に定めるところによらなければならない。 

（１）・（２） 略 

（３） 排水設備を公共ます等に固着させるときは，公共下水道の施設の機

能を妨げ，又はその施設を損傷するおそれのない箇所へ企業管理規程

で定める工事の実施方法により固着させること。 

（４） 排水設備の排水管の内径及びこう配は，上下水道事業管理者（以下

「管理者」という。）が特別の理由があると認めた場合を除き次の表

の定めるところによるものとし，排水きょの断面積及びこう配は，そ

れぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力のあるものにすること。

ただし，一の敷地又は建築物から排除される下水の一部を排除すべき

排水管で延長が３メートル以下のものの内径は，７５ミリメートル以

上とすることができる。 

雨水又は雨水を含む下水を排除する排水管 

略 

汚水のみを排除する排水管 

略 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

（排水設備等の計画の確認） 

第５条 排水設備又はこれに接続する除害施設又は法第２４条第１項の規定に

よりその設置について許可を受けるべき排水施設（以下「排水設備等」とい

う。）の新設等を行おうとする者は，あらかじめ，その計画が排水設備等の

設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて，規則

で定めるところにより，申請書に必要な書類を添付して提出し，市長の確認

を受けなければならない。 

２ 前項の申請者は，同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を

変更しようとするときは，あらかじめ，その変更について書面により届け出

て，同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし，排水設

備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては，その旨を市長に届

け出ることをもって足りる。 

 

（排水設備等の工事の実施） 

第６条 排水設備等の新設等の工事は，ひたちなか市排水設備指定工事店規則

（平成６年規則第１２７号）で定めるところにより，市長が排水設備等の工

事に関し技能を有するものとして指定し登録した者（以下「指定工事店」と

いう。）でなければ行ってはならない。 

 

 

 

（排水設備等の工事の検査） 

第７条 排水設備等の新設等の工事を行った者は，その工事を完了したとき

は，工事の完了した日から７日以内にその旨を市長に届け出て，その工事が

排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることに

ついて，検査を受けなければならない。 

２ 市長は，前項の検査をした場合において，その工事が排水設備等の設置及

び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは，当該排水設備等

の新設等を行った者に対し，規則で定めるところにより，検査済証を交付す

る。 

 

（排水設備等の工事の指示） 

（排水設備等の計画の確認） 

第５条 排水設備又はこれに接続する除害施設又は法第２４条第１項の規定に

よりその設置について許可を受けるべき排水施設（以下「排水設備等」とい

う。）の新設等を行おうとする者は，あらかじめ，その計画が排水設備等の

設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて，企業

管理規程で定めるところにより，申請書に必要な書類を添付して提出し，管

理者の確認を受けなければならない。 

２ 前項の申請者は，同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を

変更しようとするときは，あらかじめ，その変更について書面により届け出

て，同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし，排水

設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては，その旨を管理者

に届け出ることをもって足りる。 

 

（排水設備等の工事の実施） 

第６条 排水設備等の新設等の工事は，企業管理規程で定めるところにより，

管理者が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した者（以下

「指定工事店」という。）でなければ行ってはならない。ただし，災害その

他非常の場合において，管理者が他の市町村長（地方公営企業法（昭和２７

年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた管理者を含む。）の指定を

受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは，この限りでない。 

 

（排水設備等の工事の検査） 

第７条 排水設備等の新設等の工事を行った者は，その工事を完了したとき

は，工事の完了した日から７日以内にその旨を管理者に届け出て，その工事

が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであること

について，検査を受けなければならない。 

２ 管理者は，前項の検査をした場合において，その工事が排水設備等の設置

及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは，当該排水設備

等の新設等を行った者に対し，企業管理規程で定めるところにより，検査済

証を交付する。 

 

（排水設備等の工事の指示） 
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

第８条 市長は，公共下水道の管理上必要があると認めるときは，義務者又は

使用者に対して排水設備等工事の改修又は適切な処置をとるよう指示するこ

とができる。 

 

（除害施設の設置等） 

第１０条 略 

第１１条 法第１２条の１１第１項の規定により，次に定める基準に適合しな

い下水（法第１２条の２第１項又は第５項の規定により公共下水道に排除し

てはならないこととされているものを除く。）を継続して排除して公共下水

道を使用する者は，除害施設を設け，又は必要な措置をしなければならな

い。 

（１） 下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号。以下「令」とい

う。）第９条の４第１項各号に掲げる物質（ただし，当該下水を処理

する終末処理場がダイオキシン類対策特別措置法施行令（平成１１年

政令第４３３号）別表第２第１５号に該当しない場合は同項のダイオ

キシン類を除く。）それぞれ当該各号に定める数値。ただし，同条第

４項に規定する場合においては，同項に規定する基準に係る数値とす

る。 

（２）～（７） 略 

（８） 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので水質汚濁防止法に基づき

排水基準を定める条例（平成１７年茨城県条例第１１号）により当該

公共下水道（当該公共下水道が法第６条第４号に規定する流域関連公

共下水道である場合には当該公共下水道が接続する流域下水道）から

の放流水に関する排水基準が定められたもの（第４号に掲げる項目に

類似する項目及び大腸菌群数を除く。） 当該排水基準に係る数値 

 

（除害施設の管理責任者の選任等） 

第１２条 略 

２ 前項の規定により，除害施設管理責任者を選任したときは，速やかに市長

に届け出なければならない。これを変更した場合も，同様とする。 

 

（除害施設の設置等の届出） 

第８条 管理者は，公共下水道の管理上必要があると認めるときは，義務者又

は使用者に対して排水設備等工事の改修又は適切な処置をとるよう指示する

ことができる。 

 

（除害施設の設置等） 

第１０条 略 

第１１条 法第１２条の１１第１項の規定により，次に定める基準に適合しな

い下水（法第１２条の２第１項又は第５項の規定により公共下水道に排除し

てはならないこととされているものを除く。）を継続して排除して公共下水

道を使用する者は，除害施設を設け，又は必要な措置をしなければならな

い。 

（１） 下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号。以下「令」とい

う。）第９条の４第１項各号に掲げる物質（ただし，当該下水を処理

する終末処理場がダイオキシン類対策特別措置法施行令（平成１１年

政令第４３３号）別表第２第１５号に該当しない場合は，同項のダイ

オキシン類を除く。）それぞれ当該各号に定める数値。ただし，同条

第４項に規定する場合においては，同項に規定する基準に係る数値と

する。 

（２）～（７） 略 

（８） 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので水質汚濁防止法に基づき

排水基準を定める条例（平成１７年茨城県条例第１１号）により当該

公共下水道（当該公共下水道が法第６条第５号に規定する流域関連公

共下水道である場合には，当該公共下水道が接続する流域下水道）か

らの放流水に関する排水基準が定められたもの（第４号に掲げる項目

に類似する項目を除く。） 当該排水基準に係る数値 

 

（除害施設の管理責任者の選任等） 

第１２条 略 

２ 前項の規定により，除害施設管理責任者を選任したときは，速やかに管理

者に届け出なければならない。これを変更した場合も，同様とする。 

 

（除害施設の設置等の届出） 
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Ｎｏ．４  

旧 新 備考 

第１３条 除害施設を設置し，休止し，又は廃止しようとする者は，規則で定

めるところにより，あらかじめ，その旨を市長に届け出なければならない。

届け出た事項を変更しようとするときも，同様とする。 

２ 法第１１条の２，法第１２条の３，法第１２条の４又は法第１２条の７の

規定による届出をした者は，前項の規定による届出をした者とみなす。 

 

（排除の停止又は制限） 

第１４条 市長は，公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは，排

除を停止させ，又は制限することができる。 

（１）・（２） 略 

（３） 前２号に掲げるもののほか，市長が管理上必要があると認めると

き。 

 

（使用開始等の届出） 

第１５条 使用者が公共下水道の使用を開始し，休止し，若しくは廃止し，又

は現に休止しているその使用を再開しようとするときは，当該使用者は，規

則で定めるところにより，あらかじめ，その旨を市長に届け出なければなら

ない。ただし，雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は，この限り

でない。 

２ 略 

 

（使用料の徴収） 

第１６条 略 

２ 前項の使用料は，口座振替の方法によるほか，払込みの方法により隔月に

徴収する。ただし，市長が必要があると認めるときは，この限りでない。 

 

 

３ 前項の規定にかかわらず，市長は，土木建築等に関する工事の施行に伴う

排水のため公共下水道を使用する場合，その他公共下水道を一時使用する場

合において必要があると認めるときは，使用料を前納させることができる。

この場合において，使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は，使用者か

ら公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき，その他市長が必要が

第１３条 除害施設を設置し，休止し，又は廃止しようとする者は，企業管理

規程で定めるところにより，あらかじめ，その旨を管理者に届け出なければ

ならない。届け出た事項を変更しようとするときも，同様とする。 

２ 法第１１条の２，第１２条の３，第１２条の４又は第１２条の７の規定に

よる届出をした者は，前項の規定による届出をした者とみなす。 

 

（排除の停止又は制限） 

第１４条 管理者は，公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当すると

きは，排除を停止させ，又は制限することができる。 

（１）・（２） 略 

（３） 前２号に掲げるもののほか，管理者が管理上必要があると認めると

き。 

 

（使用開始等の届出） 

第１５条 使用者が公共下水道の使用を開始し，休止し，若しくは廃止し，又

は現に休止しているその使用を再開しようとするときは，当該使用者は，企

業管理規程で定めるところにより，あらかじめ，その旨を管理者に届け出な

ければならない。ただし，雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合

は，この限りでない。 

２ 略 

 

（使用料の徴収） 

第１６条 略 

２ 前項の使用料は，口座振替，払込み又は指定納付受託者（地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託

者をいう。）による納付の方法により隔月に徴収する。ただし，管理者が必

要があると認めるときは，この限りでない。 

３ 前項の規定にかかわらず，管理者は，土木建築等に関する工事の施行に伴

う排水のため公共下水道を使用する場合，その他公共下水道を一時使用する

場合において必要があると認めるときは，使用料を前納させることができ

る。この場合において，使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は，使用

者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき，その他管理者が
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Ｎｏ．５  

旧 新 備考 

あると認めたときに行う。 

 

（使用料の算定方法） 

第１７条 使用料の額は，隔月の定例日（使用料算定基準日としてあらかじめ

市長が定めた日をいう。）現在において使用者が排除した汚水の量に応じ，

別表第１に定めるところにより算定した汚水量を各月均等とみなして算定し

て得られた額に１．１０を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは，こ

れを切り捨てる。）とする。 

２ 市長は，前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは，月ごとに使

用料を算定することができる。 

３ 使用者が排除した汚水の量の算定は，次の各号に定めるところによる。 

（１） 水道水を排除した場合は，水道の使用水量とする。ただし，二以上

の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においては，それぞ

れの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。 

（２） 水道水以外の水を排除した場合は，その使用水量とし，当該使用水

量は，使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。 

（３） 製氷業その他の営業で，その営業に伴い使用する水の量がその営業

に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用

者は，規則で定めるところにより，毎使用月，その使用月に公共下水

道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を，その

使用月の末日から起算して７日以内に市長に提出しなければならな

い。この場合において，前２号の規定にかかわらず，市長は，その申

告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するもの

とする。 

４ 略 

 

（徴収事務等の委託） 

第１８条 市長は，下水道使用料の徴収その他関係事務を公益財団法人ひたち

なか市生活・文化・スポーツ公社に委託する。 

２ 略 

 

（資料の提出） 

必要があると認めたときに行う。 

 

（使用料の算定方法） 

第１７条 使用料の額は，隔月の定例日（使用料算定基準日としてあらかじめ

管理者が定めた日をいう。）現在において使用者が排除した汚水の量に応

じ，別表第１に定めるところにより算定した汚水量を各月均等とみなして算

定して得られた額に１．１０を乗じて得た額（１円未満の端数があるとき

は，これを切り捨てる。）とする。 

２ 管理者は，前項の規定にかかわらず，必要があると認めるときは，月ごと

に使用料を算定することができる。 

３ 使用者が排除した汚水の量の算定は，次に定めるところによる。 

（１） 水道水を排除した場合は，水道の使用水量とする。ただし，二以上

の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においては，それぞ

れの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。 

（２） 水道水以外の水を排除した場合は，その使用水量とし，当該使用水

量は，使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。 

（３） 製氷業その他の営業で，その営業に伴い使用する水の量がその営業

に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用

者は，企業管理規程で定めるところにより，毎使用月，その使用月に

公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書

を，その使用月の末日から起算して７日以内に管理者に提出しなけれ

ばならない。この場合において，前２号の規定にかかわらず，管理者

は，その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認

定するものとする。 

４ 略 

 

（徴収事務等の委託） 

第１８条 管理者は，下水道使用料の徴収その他関係事務を公益財団法人ひた

ちなか市生活・文化・スポーツ公社に委託する。 

２ 略 

 

（資料の提出） 
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Ｎｏ．６  

旧 新 備考 

第１９条 市長は，使用料を算出するために必要な限度において，使用者から

資料の提出を求めることができる。 

 

（改善命令） 

第２０条 市長は，公共下水道の管理上必要があると認めるときは，排水設備

又は除害施設の設置者又は使用者に対し，期限を定めて，排水設備又は除害

施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。 

 

（行為の許可） 

第２１条 法第２４条第１項の許可を受けようとする者は，規則で定めるとこ

ろにより，申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければ

ならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。 

 

（１）・（２） 略 

 

（占用） 

第２３条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件（次条に規定する電線又は物

件を除く。）（以下「占用物件」という。）を設け，継続して公共下水道の

敷地又は排水施設を占用しようとする者は，規則で定めるところにより，申

請書を提出して，市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を

変更しようとするときも，同様とする。ただし，占用物件の設置については

法第２４条第１項の許可を受けたときは，その許可をもって占用の許可とみ

なす。 

２ 略 

 

（暗きょの使用に係る調査） 

第２３条の２ 公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分（以下単に

「暗きょ」という。）に電線又は令第１７条の３に規定する物件（以下「電

線等」という。）を設け，継続して排水施設を使用しようとする者は，規則

で定めるところにより，当該暗きょについての使用の可能性を確認する調査

（以下単に「調査」という。）を市長に申請しなければならない。 

 

第１９条 管理者は，使用料を算出するために必要な限度において，使用者か

ら資料の提出を求めることができる。 

 

（改善命令） 

第２０条 管理者は，公共下水道の管理上必要があると認めるときは，排水設

備又は除害施設の設置者又は使用者に対し，期限を定めて，排水設備又は除

害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。 

 

（行為の許可） 

第２１条 法第２４条第１項の許可を受けようとする者は，企業管理規程で定

めるところにより，申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなけ

ればならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも，同様とす

る。 

（１）・（２） 略  

 

（占用） 

第２３条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件（次条に規定する電線又は物

件を除く。）（以下「占用物件」という。）を設け，継続して公共下水道の

敷地又は排水施設を占用しようとする者は，企業管理規程で定めるところに

より，申請書を提出して，管理者の許可を受けなければならない。許可を受

けた事項を変更しようとするときも，同様とする。ただし，占用物件の設置

については，法第２４条第１項の許可を受けたときは，その許可をもって占

用の許可とみなす。 

２ 略 

 

（暗きょの使用に係る調査） 

第２３条の２ 公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分（以下単に

「暗きょ」という。）に電線又は令第１７条の２に規定する物件（以下「電

線等」という。）を設け，継続して排水施設を使用しようとする者は，企業

管理規程で定めるところにより，当該暗きょについての使用の可能性を確認

する調査（以下単に「調査」という。）を管理者に申請しなければならな

い。 
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Ｎｏ．７  

旧 新 備考 

２ 市長は，前項に規定する調査の申請があった場合において，当該調査を行

うことが必要であると認めるときは，調査の方法を当該調査を申請した者に

指示するものとする。 

 

（暗きょの使用） 

第２３条の３ 暗きょに電線等を設け，継続して排水施設を使用しようとする

者は，規則で定めるところにより，申請書を提出して，市長の許可を受けな

ければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも，同様とす

る。 

 

（暗きょの使用に係る許可の基準） 

第２３条の４ 市長は，前条の申請があった場合において，暗きょについて使

用の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）が敷設しようとする

電線等が次に掲げる基準のすべてに適合するときは，当該使用を許可するこ

とができる。 

（１）・（２） 略 

（３） 電線等の構造が堅ろうで，かつ，表面が平滑であって，耐久性，耐 
 

蝕性及び耐水性のあるものであること。 

（４）～（６） 略 

２ 市長は，申請者による使用の申請があった日から１月以内に使用の可否に

ついての決定をするものとする。 

３ 市長は，前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場

合においては，その理由を付した書面をもって，申請者にその旨を通知する

ものとする。 

４ 市長は，第１項の許可をしない場合においては，その理由を付した書面を

もって，申請者にその旨を通知するものとする。 

５ 市長は，第１項の許可を受けた者から，別表第２に定める暗きょの使用に

係る使用料を徴収する。ただし，国が行う事業に係る電線等については，こ

の限りでない。 

 

（許可の条件） 

第２３条の５ 市長は，前条第１項に規定する許可をするときは，次に掲げる

２ 管理者は，前項に規定する調査の申請があった場合において，当該調査を

行うことが必要であると認めるときは，調査の方法を当該調査を申請した者

に指示するものとする。 

 

（暗きょの使用） 

第２３条の３ 暗きょに電線等を設け，継続して排水施設を使用しようとする

者は，企業管理規程で定めるところにより，申請書を提出して，管理者の許

可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも，

同様とする。 

 

（暗きょの使用に係る許可の基準） 

第２３条の４ 管理者は，前条の申請があった場合において，暗きょについて

使用の申請をしようとする者（以下この章において「申請者」という。）が

敷設しようとする電線等が次に掲げる基準の全てに適合するときは，当該使

用を許可することができる。 

（１）・（２） 略 

（３） 電線等の構造が堅ろうで，かつ，表面が平滑であって，耐久性，耐

蝕
しょく

性及び耐水性のあるものであること。 

（４）～（６） 略 

２ 管理者は，申請者による使用の申請があった日から１月以内に使用の可否

についての決定をするものとする。 

３ 管理者は，前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない

場合においては，その理由を付した書面をもって，申請者にその旨を通知す

るものとする。 

４ 管理者は，第１項の許可をしない場合においては，その理由を付した書面

をもって，申請者にその旨を通知するものとする。 

５ 管理者は，第１項の許可を受けた者から，別表第２に定める暗きょの使用

に係る使用料を徴収する。ただし，国が行う事業に係る電線等については，

この限りでない。 

 

（許可の条件） 

第２３条の５ 管理者は，前条第１項に規定する許可をするときは，次に掲げ
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Ｎｏ．８  

旧 新 備考 

事項について，許可する際の条件に定めるものとする。 

（１） 使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，市長に対し

て自己の責に帰すべき事由により暗きょの使用の中止を求める場合に

は，当該使用者の負担により電線等を除却し，公共下水道を原状に回

復しなければならないこと。 

（２） 使用者は，暗きょの使用期間を満了した際に使用の更新の申請をし

ない場合には，当該使用者の負担により電線等を除却し，公共下水道

を原状に回復しなければならないこと。 

（３） 使用者は，使用の許可が取り消された場合には，当該使用者の負担

により電線等を除却し，公共下水道を原状に回復しなければならない

こと。 

 

（使用期間等） 

第２３条の７ 略 

２ 市長は，使用者が使用の期間を満了する前に，引き続き暗きょに電線等を

設け，継続して排水施設を使用する申請をした場合において，当該申請が第

２３条の４第１項に規定する基準に適合するときは，当該更新の申請を許可

するものとする。ただし，市長が当該更新の許可をしないことについて合理

的な理由があると認めた場合は，この限りでない。 

３ 略 

 

（使用の許可の取消し） 

第２３条の８ 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，第２３条の４

第１項の許可を取り消し，又はその内容を変更することができる。 

（１） 使用者が許可の条件に違反した場合 

（２） 偽りその他不正な手段により許可を受けた場合 

（３） 略 

 

（原状回復） 

第２４条 第２３条第１項の占用の許可を受けた者は，その許可により占用物

件を設けることができる期間が満了したとき，又は当該占用物件を設ける必

要がなくなったときは，当該占用物件を除去し，当該敷地又は排水施設を原

る事項について，許可する際の条件に定めるものとする。 

（１） 使用の許可を受けた者（以下この章において「許可使用者」とい

う。）は，管理者に対して自己の責めに帰すべき事由により暗きょの

使用の中止を求める場合には，当該許可使用者の負担により電線等を

除却し，公共下水道を原状に回復しなければならないこと。 

（２） 許可使用者は，暗きょの使用期間を満了した際に使用の更新の申請

をしない場合には，当該許可使用者の負担により電線等を除却し，公

共下水道を原状に回復しなければならないこと。 

（３） 許可使用者は，使用の許可が取り消された場合には，当該許可使用

者の負担により電線等を除却し，公共下水道を原状に回復しなければ

ならないこと。 

 

（使用期間等） 

第２３条の７ 略 

２ 管理者は，許可使用者が使用の期間を満了する前に，引き続き暗きょに電

線等を設け，継続して排水施設を使用する申請をした場合において，当該申

請が第２３条の４第１項に規定する基準に適合するときは，当該更新の申請

を許可するものとする。ただし，管理者が当該更新の許可をしないことにつ

いて合理的な理由があると認めた場合は，この限りでない。 

３ 略 

 

（使用の許可の取消し） 

第２３条の８ 管理者は，次の各号のいずれかに該当する場合は，第２３条の

４第１項の許可を取り消し，又はその内容を変更することができる。 

（１） 許可使用者が許可の条件に違反した場合 

（２） 偽りその他不正の手段により許可を受けた場合 

（３） 略 

 

（原状回復） 

第２４条 第２３条第１項の占用の許可を受けた者は，その許可により占用物

件を設けることができる期間が満了したとき，又は当該占用物件を設ける必

要がなくなったときは，当該占用物件を除去し，当該敷地又は排水施設を原
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Ｎｏ．９  

旧 新 備考 

状に回復しなければならない。ただし，市長が原状に回復することが不適当

であると認めたときは，この限りでない。 

２ 市長は，第２３条第１項の占用の許可を受けた者に対して，前項の原状回

復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をする

ことができる。 

３ 市長は，使用期間が満了したとき，又は使用者が暗きょを使用する必要が

なくなったときは，当該使用者に対して，第２３条の５の規定に基づき定め

た原状回復について必要な指示をすることができる。 

４ 市長は，第２３条の５の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容に

かかわらず，使用期間が満了した場合又は使用者が暗きょを使用する必要が

なくなった場合において，公共下水道を原状に回復することが不適当である

と認めたときは，使用者に対して，必要な指示をすることができる。 

 

 

（使用料等の減免） 

第２６条 市長は，公益上その他特別の事情があると認めたときは，この条例

で定める使用料又は手数料を減免することができる。 

 

（区域外下水の排除） 

第２７条 市長は，公共下水道の管理上支障がないと認めたときは，排水区域

外の下水を公共下水道に排除させることができる。 

２ 略 

 

（委任） 

第２８条 この条例で定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項

は，規則で定める。 

 

（罰則） 

第２９条 次の各号の一に該当する者は，１万円以下の過料に処する。 

（１）～（８） 略 

（９） 第５条第１項若しくは第２１条の規定による申請書又は図書，第５

条第２項本文，第１３条若しくは第１５条第１項本文の規定による届

状に回復しなければならない。ただし，管理者が原状に回復することが不適

当であると認めたときは，この限りでない。 

２ 管理者は，第２３条第１項の占用の許可を受けた者に対して，前項の原状

回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をす

ることができる。 

３ 管理者は，使用期間が満了したとき，又は許可使用者が暗きょを使用する

必要がなくなったときは，当該許可使用者に対して，第２３条の５の規定に

基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。 

４ 管理者は，第２３条の５の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容

にかかわらず，使用期間が満了した場合又は許可使用者が暗きょを使用する

必要がなくなった場合において，公共下水道を原状に回復することが不適当

であると認めたときは，許可使用者に対して，必要な指示をすることができ

る。 

 

（使用料等の減免） 

第２６条 管理者は，公益上その他特別の事情があると認めたときは，この条

例で定める使用料又は手数料を減免することができる。 

 

（区域外下水の排除） 

第２７条 管理者は，公共下水道の管理上支障がないと認めたときは，排水区

域外の下水を公共下水道に排除させることができる。 

２ 略 

 

（委任） 

第２８条 この条例で定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項

は，企業管理規程で定める。 

 

（罰則） 

第２９条 次の各号のいずれかに該当する者は，１万円以下の過料に処する。 

（１）～（８） 略 

（９） 第５条第１項若しくは第２１条の規定による申請書若しくは図書，

第５条第２項本文，第１３条若しくは第１５条第１項本文の規定によ
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Ｎｏ．１０  

旧 新 備考 

出書，第１７条第３項第３号の規定による申告書又は第１９条の規定

による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者，届出者，申告

者又は資料の提出者 

第３０条 偽りその他不正な手段により使用料，手数料又は占用料の徴収を免

れた者は，その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当す

る金額が５万円を超えないときは，５万円とする。）以下の過料に処する。 

第３１条 略 

 

る届出書，第１７条第３項第３号の規定による申告書又は第１９条の

規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者，届出者，

申告者又は資料の提出者 

第３０条 偽りその他不正の手段により使用料，手数料又は占用料の徴収を免

れた者は，その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当す

る金額が５万円を超えないときは，５万円とする。）以下の過料に処する。 

第３１条 略 
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ひたちなか市水道事業給水条例新旧対照表（付則第２０項関係）                    Ｎｏ．１ 

旧 新 備考 

（給水区域） 

第２条 給水区域は，ひたちなか市水道事業の設置等に関する条例（平成６年

条例第１１６号）第３条第２項に定めるところによる。 

 

 

（給水装置の定義） 

第３条 この条例において「給水装置」とは，需要者に水を供給するために管

理者（ひたちなか市水道事業の設置等に関する条例第４条に規定する管理者

をいう。以下同じ。）の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及び

これに直結する給水用具をいう。 

 

（同居人等の行為に対する責任） 

第９条 給水装置の使用者（以下「使用者」という。）は，その家族，同居

人，使用人その他の従業者等の行為についても，この条例に定める責を負わ

なければならない。 

 

（工事の施行） 

第１２条 工事は，管理者又は管理者が法第１６条の２第１項の指定をした者

（以下「指定給水装置工事事業者」という。）が施行する。 

 

 

 

 

 

２ 指定給水装置工事事業者は，前項の規定により工事を施行する場合には，

あらかじめ管理者の設計審査（使用材料の確認を含む。）を受け，かつ，工

事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。 

 

３ 略 

 

（給水管及び給水用具の指定） 

（給水区域） 

第２条 給水区域は，ひたちなか市水道事業及び下水道事業の設置等に関する

条例（平成６年条例第１１６号）第３条第２項第１号に定めるところによ

る。 

 

（給水装置の定義） 

第３条 この条例において「給水装置」とは，需要者に水を供給するために管

理者（ひたちなか市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第４条に

規定する管理者をいう。以下同じ。）の施設した配水管から分岐して設けら

れた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。 

 

（同居人等の行為に対する責任） 

第９条 給水装置の使用者（以下「使用者」という。）は，その家族，同居

人，使用人その他の従業者等の行為についても，この条例に定める責めを負

わなければならない。 

 

（工事の施行） 

第１２条 工事は，管理者又は管理者が法第１６条の２第１項の指定をした者

（以下「指定給水装置工事事業者」という。）が施行する。ただし，災害そ

の他非常の場合において，管理者が他の市町村長（地方公営企業法（昭和２

７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた管理者を含む。以下この

項において同じ。）又は他の市町村長が法第１６条の２第１項の指定をした

者（次項においてこれらを「他の市町村長等」という。）が工事を施行する

必要があると認めるときは，この限りでない。 

２ 指定給水装置工事事業者又は他の市町村長等は，前項の規定により工事を

施行する場合には，あらかじめ管理者の設計の審査（使用材料の確認を含

む。）を受け，かつ，工事しゅん工後に管理者の工事の検査を受けなければ

ならない。 

３ 略 

 

（給水管及び給水用具の指定） 
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Ｎｏ．２  

旧 新 備考 

第１３条 略 

２ 管理者は，指定給水装置工事事業者に対し，配水管に給水管を取り付ける

工事及び当該取付口から水道メータまでの工事に関する工法，工期その他の

工事上の条件を指示することができる。 

３ 略 

 

（給水の原則） 

第１７条 略 

２ 略 

３ 第１項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあって

も，市は，その責を負わない。 

 

（メータの機能保護） 

第２０条 使用者等は，メータの検針，検査又は修繕の障害となる建築物，工

作物若しくは物件をその設置場所に設け，又は置いてはならない。 

２ 略 

 

（私設消火栓の使用） 

第２３条 私設消火栓は，消防又は演習の場合のほか使用してはならない。 

２ 略 

３ 火災又は非常の場合における私設消火栓の使用は，何人も拒むことはでき

ない。 

 

（料金の徴収方法） 

第３４条 料金は，口座振替の方法によるほか，払込の方法により隔月に徴収

する。ただし，管理者が必要があると認めるときは，この限りでない。 

 

 

２ 略 

 

（加入金） 

第３５条 給水装置（私設消火栓を除く。）の新設又は改造（量水器の口径を

第１３条 略 

２ 管理者は，指定給水装置工事事業者に対し，配水管に給水管を取り付ける

工事及び当該取付口からメータまでの工事に関する工法，工期その他の工事

上の条件を指示することができる。 

３ 略 

 

（給水の原則） 

第１７条 略 

２ 略 

３ 第１項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあって

も，市は，その責めを負わない。 

 

（メータの機能保護） 

第２０条 使用者等は，メータの検針，検査又は修繕の障害となる建築物，工

作物又は物件をその設置場所に設け，又は置いてはならない。 

２ 略 

 

（私設消火栓の使用） 

第２３条 私設消火栓は，消防又は演習の場合のほか，使用してはならない。 

２ 略 

３ 火災又は非常の場合における私設消火栓の使用は，何人も，拒むことはで

きない。 

 

（料金の徴収方法） 

第３４条 料金は，口座振替，払込み又は指定納付受託者（地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託者

をいう。）による納付の方法により隔月に徴収する。ただし，管理者が必要

があると認めるときは，この限りでない。 

２ 略 

 

（加入金） 

第３５条 給水装置（私設消火栓を除く。）の新設又は改造（量水器の口径を
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Ｎｏ．３  

旧 新 備考 

増す場合に限る。以下この条において同じ。）をする者から，次の各号に掲

げる場合に応じて当該各号に定める額に１．１０を乗じて得た額の加入金を

徴収する。ただし，１円未満の端数が生じたときは，その端数金額を切り捨

てるものとする。 

（１）・（２） 略 

２・３ 略 

 

（手数料） 

第３６条 次の各号に掲げる者から，当該各号に定める額の手数料を徴収す

る。 

（１） 略 

（２） 第１２条第２項の設計審査（材料の確認を含む。）及び工事の検査

を受けようとする者 その工事費の３パーセントに相当する金額 

 

（３）・（４） 略 

２・３ 略 

 

別表第１（第２６条関係） 

料金表 

給 水 装

置別 
用途別 

メータ

口 径

(mm) 

基本料金 

従量料金 

(水量区分別) 

基本水

量 (m3

／月) 

金 額

( 円 ／

月) 

略 

私 設 消

火栓 

    演習５分につき 985円（５分未満

は５分とみなす。） 
 

増す場合に限る。以下この条において同じ。）をする者から，次の各号に掲

げる場合の区分に応じて当該各号に定める額に１．１０を乗じて得た額の加

入金を徴収する。ただし，１円未満の端数が生じたときは，その端数金額を

切り捨てるものとする。 

（１）・（２） 略 

２・３ 略 

 

（手数料） 

第３６条 次の各号に掲げる者から，当該各号に定める額の手数料を徴収す

る。 

（１） 略 

（２） 第１２条第２項の設計の審査（使用材料の確認を含む。）及び工事

の検査を受けようとする者 その工事費の３パーセントに相当する金

額 

（３）・（４） 略 

２・３ 略 

 

別表第１（第２６条関係） 

料金表 

給 水 装

置別 
用途別 

メータ

口 径

(mm) 

基本料金 

従量料金 

(水量区分別) 

基本水

量 (m3

／月) 

金 額

( 円 ／

月) 

略 

私 設 消

火栓 

    演習５分につき 985円（５分未満

は，５分とみなす。） 
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ひたちなか市水道事業経営審議会条例新旧対照表（付則第２１項関係） 

旧 新 備考 

ひたちなか市水道事業経営審議会条例 

 

 

（設置） 

第１条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１４条の規定に基づ

き，ひたちなか市水道事業の経営に関する事項を審議し，適正かつ効率的な

運営を図るため，ひたちなか市水道事業経営審議会（以下「審議会」とい

う。）を設置する。 

 

 

（所掌事務） 

第２条 審議会は，ひたちなか市水道事業管理者（以下「管理者」という。）

の諮問に応じ，次に掲げる事項を調査し，及び審議する。 

（１）・（２） 略 

（３） 前２号に定めるもののほか，ひたちなか市水道事業の経営に関し管

理者が必要と認める事項 

 

（委員） 

第４条 審議会の委員は，次に掲げる者のうちから管理者が任命し，又は委嘱

する。 

（１） 略 

（２） 水道を利用する事業者，団体等の代表者 

（３） 水道事業に関し識見を有する者 

（４）・（５） 略 

（６） 前各号に定めるもののほか，ひたちなか市水道事業の経営に関し管

理者が必要と認める者 

 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか，審議会に関し必要な事項は，管理者が

規程で定める。 

 

ひたちなか市上下水道事業経営審議会条例 

 

 

（設置） 

第１条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１４条の規定に基づ

き，ひたちなか市水道事業及び下水道事業（公共下水道事業及び農業集落排

水事業をいう。第４条において同じ。）（以下「上下水道事業」という。）

の経営に関する事項を審議し，適正かつ効率的な運営を図るため，ひたちな

か市上下水道事業経営審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 審議会は，ひたちなか市上下水道事業管理者（以下「管理者」とい

う。）の諮問に応じ，次に掲げる事項を調査し，及び審議する。 

（１）・（２） 略 

（３） 前２号に掲げるもののほか，上下水道事業の経営に関し管理者が必

要と認める事項 

 

（委員） 

第４条 審議会の委員は，次に掲げる者のうちから管理者が任命し，又は委嘱

する。 

（１） 略 

（２） 水道及び下水道を利用する事業者，団体等の代表者 

（３） 水道事業及び下水道事業に関し識見を有する者 

（４）・（５） 略 

（６） 前各号に掲げるもののほか，上下水道事業の経営に関し管理者が必

要と認める者 

 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか，審議会に関し必要な事項は，管理者が

企業管理規程で定める。 
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特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表（付則第２２項関係） 

旧 新 備考 

別表第２（第２条，第４条，第５条関係） 

職名 支給区分 報酬額 旅費の額 

（相当する職） 

略 略 略 略 

水道事業経営審議会委員 日額 6,000 円 職務の級が８級の職員 

略 略 略 略 

備考 略 

 

別表第２（第２条，第４条，第５条関係） 

職名 支給区分 報酬額 旅費の額 

（相当する職） 

略 略 略 略 

上下水道事業経営審議会委員 日額 6,000 円 職務の級が８級の職員 

略 略 略 略 

備考 略 
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